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第９回同時市場の在り方等に関する検討会 

 

日時 令和６年５月 22日（水）９：00～11：34 

場所 対面（電力広域的運営推進機関第二事務所会議室Ｏ）兼オンライン会議 

 

１．開会 

 

○長窪調整官 

 定刻となりましたので、ただいまより第９回同時市場の在り方等に関する検討会を開催

いたします。 

 委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご参加いただき、誠

にありがとうございます。本日の検討会についても、広域機関第二事務所での対面とオン

ラインの併用にて開催しております。Ｗｅｂでの中継も行っており、そちらでの傍聴も可

能となっております。 

 それでは、以降の議事進行は金本座長にお願いいたします。金本座長、よろしくお願い

いたします。 

 

２．議題 

（１）市場価格算定方法（検証Ｂ）に関する進捗報告について 

 

○金本座長 

 それでは、お手元の議事次第に沿いまして、これから議論に入らせていただきます。今

日は三つの議題についてご議論をいただきたいと思います。 

まず、議題１は、市場価格算定方法（検証Ｂ）に関する進捗報告についてでございます。

本件につきましては、事務局の広域機関より資料３の説明をいただきます。よろしくお願

いいたします。 

○下根マネージャー 

広域機関事務局の下根でございます。そうしましたら、一つ目の議題、市場価格算定方

法（検証Ｂ）に関する進捗の報告でございます。 

右肩２ページから、背景というところでございまして、前回までに、いわゆる前日同時

市場におけますｋＷｈの価格でございますとかΔｋＷの価格、こういったところの検討を

行っておったというところでございます。 

今回からは、それ以降の時間帯でございます時間前市場でございますとか、ゲートクロ

ーズ以降のインバランス価格、そういったところの検証に着手するというところでござい

まして、今回、進捗のご報告だというところでございます。 

４ページは、目次というところでございまして、第１章のほうでは、時間前市場以降の
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時間帯におけますｋＷｈの価格、市場価格の検証というところが一つ、第２章におきまし

ては、同じ時間帯におけますΔｋＷの価格をどのように扱うのか、そういったところの論

点出しだというところでございます。 

それでは、まず時間前市場価格・インバランス価格に関する検証だというところでござ

いまして、検証のイメージが６ページになってございます。時間前市場に関するイメージ

ということで、いわゆる時間前同時市場というところをイメージしているというところで

ございまして、この場合、ゲートクローズ以降に必要な調整力というところを一定量確保

したまま、需要あるいは再エネの増減に合わせまして都度ＳＣＵＣを行う、そういった形

を考えているというところでございます。 

また、というところで、ゲートクローズ以降にいきますと、今度は確保していた調整力

のほうを活用いたしまして、需要の増減に合わせた最終的なＥＤＣを行うというところで、

いわゆるＳＣＥＤを行う形態を考えているというところでございます。 

こういったところ、下の図にもございますように、時間前市場に関しましては、何回開

催するのか等々に関しましては今後の検討だというところではございますが、今回は検証

を簡単化する観点から、緑でハッチングしてございますように、前日同時市場、初回の時

間前同時市場、そしてゲートクローズ以降の調整力ｋＷｈ市場、この３断面を比較評価す

ることによって検証のほうを行ったというところでございます。 

続きまして、７ページがシミュレーション等々の条件だというところでもございまして、

下の図にもございますように、主に需要が増加するシナリオ、そして需要が減少するシナ

リオ、この２通りに関して検証のほうを行ったというところでございます。 

こちら、需要の増減に伴いまして、電源のバランス自体が変わり得るというところでも

ございますので、時間前同時市場の断面におきましては、再度ＳＣＵＣを回し直すという

ところですとか、あるいはゲートクローズ以降という断面になりますと、その時間帯から

電源の追加起動等はほぼないというふうにも考えてございますので、そういったところ、

時間前同時市場の電源態勢を引き継いだ上で、ディスパッチのみを行うＳＣＥＤのロジッ

クを新規構築の上で検討のほうを行ったというところでございます。 

また、インバランス価格の算定に関しましては、大きく二つの方法があり得るというふ

うに提示しておったところでもございまして、①が現行の市場と同様の方式であるという

ところで、こちら、計画値よりも上の領域というところに関しましては、上げ調整という

ところで、限界費用プラス 10％のＶ１単価を用いる、そして、下の領域に関しましては、

限界費用マイナス 10％のＶ２単価を用いまして、出力配分（ＳＣＥＤ）のほうを行いまし

て、インバランス価格自体もそこから引用するというところでございます。 

②の方法というところが、前日同時市場あるいは時間前同時市場と同じ方式にしてはど

うかという案でございまして、限界費用カーブに基づきまして出力配分（ＳＣＥＤ）を行

いまして、価格自体もそこから引用した単価を用いて決定した上で、インバランス取引・

調整力取引ともにシングルプライスで精算すると、そういった案になっているというとこ
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ろでございます。 

10 ページが、試算の結果だというところでございまして、下の図のところに、需要増加

ケースあるいは需要減少ケースというところの、各時間帯におけます市場価格というとこ

ろをお示ししているというところでございます。 

上段を見ていただきますと、需要が、前日であれば 100％、それが時間前で 101％、実需

給で 102％と増えるケースを模擬してございますが、その際の価格の水準といたしまして、

1.00、1.05、そして 1.1 以上ということで右肩上がりになっている、そういった結果が示

されているというところでございます。 

下段に関しましては、その逆というところでございまして、1.00 から 0.95、そして 0.9

以下というところで、需要が減少すれば価格は下がるというような傾向も示されておると

いうところでございます。 

また、先ほどもございましたように、インバランス価格には二つの案があり得るという

ところでもございまして、こちらに関しましては、そもそも引用する単価が異なるという

ところでもございますので、そういったところから価格水準自体が変わるというところで

はございますが、そもそもというところで、違う単価を用いてＳＣＥＤを行っているとい

うところでもございますので、下のグラフにも示してございますように、Ｖ１／Ｖ２単価

を用いてＳＣＥＤを行った場合には、燃料費が最小にならないような結果が示されたとい

うところでございます。 

こういった試算結果から、どういったことが分かるのかというところ、市場価格構造に

関する考察を添えたのが次の章だというところでございます。今回の試算結果を踏まえま

して、当初より示されてございましたＢＧにとっての同時同量インセンティブがあるのか

という観点、経済性の観点、あるいは調整力の指令に応じるインセンティブがあるのか

等々に関しまして、どういった示唆が得られたのかというところ、考察を実施したところ

でございます。 

まず一つ目が、ＢＧの同時同量のインセンティブというところでございまして、こちら

は先ほどお示しした傾向でございます、需要上振れ値には、価格としては右肩上がりにな

る、下振れ時には逆の傾向になるというようなところがあるというところでもございます

ので、こういったところから、小売電気事業者にとってみれば、需要の予測精度を高めま

して、できる限り早い時間帯で売買したほうが経済合理的であるということでもございま

すので、そういった意味で、同時同量のインセンティブあるいはインバランス価格をヘッ

ジしようというニーズを生む、そういった市場価格構造になっているというふうに考えて

いるところでございます。 

また、経済性の観点からの考察でございますが、こちらは先ほどもお示ししたように、

Ｖ１／Ｖ２単価を用いてＳＣＥＤを行いますと燃料費が最小にならないというような結果

になったというところでございます。 

こちら、その要因といたしましては、下の図に一例を示しているところではございます
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が、計画値からの上げ側ではＶ１単価、下げ側ではＶ２単価を用いてＥＤＣを行うという

ところでもございますので、その結果、燃種間の逆転が生じる領域もあり得るというとこ

ろでもございますので、そういったところから、最低出力からのＥＤＣ配分というところ

が、限界費用カーブにおけます安価な順にはならない、そういったところから先ほどのよ

うな結果が示されたというふうに考えているところでございます。 

続きまして、調整力応動のインセンティブというところでございまして、そもそもなぜ、

現制度におきまして、Ｖ１／Ｖ２単価なのかというところにも紐づくところではございま

すが、こちらはマルチプライス精算であるところの要因も大きいのかなというふうにも考

えてございまして、こういったところ、限界費用でマルチプライス精算にしてしまいます

と、調整力提供者にとってみれば、インセンティブが存在しないというところでもござい

ますので、こういったところを限界費用カーブにした上で、シングルプライス精算の仕組

みを導入することによって解決できないかというふうに考えたところでございます。 

こちらは、先ほどもお示ししたように、需要上振れ時には価格が上昇する、逆もまたし

かりという構図であれば、調整力提供者、発電事業者目線に立ってみても、限界値より市

場価格が高ければ売るという構図、安ければ買うという構図になるというところでもござ

いますので、この結果、シングルプライスの三角形の領域、そういったところで、いずれ

の断面におきましても収支がプラスになるというふうにも考えてございますので、調整力

の指令に応じるインセンティブも生む、そういった構造になっているというふうに考えて

いるところでございます。 

続きまして、再エネ変動に対応するために時間前市場を活用したいニーズが高まってい

ると、そういったところに関する考察だというところでもございまして、現行のザラバ市

場だと、一定程度、特徴や課題があるのかなというふうに考えているところでございます。 

例えばというところで、再エネの出力予測が前日から時間前にかけて下がった、減少し

たケースというふうなことを考えますと、再エネ事業者にとってみれば減少分を買い入札

する必要があるかというところで、こちらは売り入札とマッチングすれば確保可能かとい

うふうに考えてございます。 

一方、逆のケースがなかなかマッチングしづらいかなというふうにも考えてございまし

て、出力予測が増加したケースというふうになりますと、その増加分の売りを行うという

ところではございますが、系統余剰時等におきましては、なかなか小売の購入でございま

すとか、電源の差替えとマッチングしづらいかというところで課題があるというふうに考

えているところでございます。 

こういったところが時間前同時市場になればどう変わるのかというところをイメージ、

見える化したところが 25ページだというところでございまして、下の図にもございますよ

うに、市場計画可能領域全てが売り入札あるいは買い入札に出されるということを考えま

すと、流動性が相当高まっているという見方もできるかというふうにも思ってございます

し、先ほどのような系統余剰時、そういった断面におきましても、ＳＣＵＣの計算の下に、
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単価の高い電源というところは停止させることができるという意味でも、より一層経済的

なのではないかというふうに考えているところでございます。 

こういったところで、時間前市場のｋＷｈの価格・インバランスの価格に関する考察と

いうところでまとめたところが 26ページだというところでございます。 

続きまして、同じ時間帯におけますΔｋＷ価格の取扱いというところでございまして、

こちらに関しましては、前々回、第７回の検討会におきまして少し論点出ししたところで

はございますが、都度ＳＣＵＣをするという仕組みの中では、ΔｋＷの差替えが生じると

いうところでもございますので、そういったΔｋＷの差替えの扱いをどうするのかという

ところが論点だというところでございます。 

この点、まずはちょっと海外事例を勉強しようというところでもございまして、アメリ

カＰＪＭにおけます差分決済方式、いわゆるＴｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔの方法がどの

ような形になっているのかというところを勉強したというところでございます。 

30 ページがＰＪＭにおけます制度変更の経緯というところでもございまして、こちらは

比較的新しい制度変更、約１年半前に行われた内容でございますが、同時最適の対象でご

ざいますΔｋＷ、いわゆるＲｅｓｅｒｖｅという商品に関しましては、それぞれ、前日・

リアルタイム、両方の市場で取引しなさいというふうに変更がなされたというところでご

ざいます。そうなりますと、先ほどもございましたように、ΔｋＷの差替えが生じるとい

うような課題に直面するというところでもございますので、そういったところをどのよう

に精算しているのかというところに関しましては、前日取引からの数量偏差というところ

を、リアルタイム市場の価格で精算する差分決済方式、いわゆるＴｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍ

ｅｎｔが採用されておるというところでもございまして、こちらは既にエネルギー市場に

おいて行われている方法というところをΔｋＷに適用しただけだという説明があったとい

うところでございます。 

エネルギー市場で既に行われている方法ということで、どういった形で行われているの

かというところを 31ページ以降に示しているところでございまして、こちらは第１章でお

示しした内容とほぼ同じ話ではございますが、前日市場に比べまして、リアルタイム市場

の方が需要が上がったケースを考えますと、傾向としてはリアルタイム市場の価格が上が

るというところでもございますので、そういったところに数量偏差で精算するというとこ

ろで、いわゆる不足インバランスに対する精算と同じ構図になっているというところでご

ざいます。 

逆もまたしかりというところでございまして、前日市場に比べて需要が減ったケースに

関しましても、余剰インバランスに対する精算と同じ構図になるというところでもござい

ますので、そういったところから、リアルタイム市場の価格変動リスクのヘッジにつなが

るというところから、アメリカにおきましても、前日市場で大宗の取引を行うインセンテ

ィブになっているというところでございます。 

こういったところから、エネルギー市場における差分決済方式というところの構図は理
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解できたところではございますが、これがΔｋＷに適用されたときにどのようになるのか

というところを次の章で検討したというところでございます。 

こちら、検討のイメージが 35ページというところでございまして、先ほども申しました

ように、時間前同時市場の断面におきましてはΔｋＷの差替えが都度行われるというふう

に考えてございまして、そういったところの検討を簡単化する観点から、下の図にもござ

いますように、前日同時市場、そして初回の時間前同時市場の二つの断面を比較検証する

というところで、Ｔｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔの意味（お金の流れ）というところを把

握しようというところでございます。 

この際、便宜的に、ΔｋＷの費用といたしましては、「機会費用」と「逸失利益」のみ

を扱うというふうにしてございまして、また、ΔｋＷの価格の精算方法に関しましては、

前回お示しした例Ⅳというところで、逸失利益がシングルプライス、機会費用はマルチプ

ライスという例を用いまして、ケーススタディのほうを実施したというところでございま

す。 

検討したケースは３ケースということでございまして、ケース設定の考え方といたしま

しては、評価軸という欄をご覧いただければというふうに思ってございますが、こちらの

ケースⅠに関しましては、前日断面ではΔｋＷを確保しておった一方、その後、電源態勢

が変わりまして、時間前市場の断面ではΔｋＷをリリースした、そういった断面におけま

すお金の流れを確認したというところでございます。 

また、ケースⅡ、ケースⅢに関しましては、需要が増えた、あるいは減ったケースとい

うところに関しまして、当該電源のΔｋＷの確保量は変わらないというところではござい

ますが、それの価格指標というところが、機会費用から逸失利益、あるいはその逆に変化

したときにどうなるのかということを考察したというところでございます。 

具体的なところ、まずケースⅠからというところでございますが、こちらケースⅠに関

しましては、一番左側の１円電源に着目いただければというふうに思ってございます。左

側の断面が前日市場の取引断面だというところでございまして、前日におきましては１円

電源、ΔｋＷを 10確保したというところでもございますので、この断面におきまして、逸

失利益の収入があったというところではございますが、右側の断面になりますと、そうい

ったΔｋＷをリリースした上でｋＷｈ取引に変わったというところでございます。そうい

ったところで、ΔｋＷの確保量を減らしまして、10 からゼロになるというところで数量偏

差が発生してございますので、Ｔｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔの精算が発生するというと

ころではございますが、必ずしも前日と同じΔｋＷの価格ではないということも考えられ

るところでございますので、この例ですと、ゼロ円になっているというところから還元額

がゼロというところでもございますし、逆に前日よりも高い価格になっているケースもあ

り得るというところでもございますので、そういった意味では、得も損も両方発生し得る

ということをどのように考えるのかというところが論点であるというところでございます。 

続いて、ケースⅡというところ、こちらは右から二つ目、４円電源に着目いただければ
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というふうに思ってございます。左側の前日市場の断面におきましては、４円電源という

ところがｋＷｈの単価、シャドウプライスよりも単価が高い電源であるというところから、

こちらはΔｋＷ供出のために追加起動した電源であるといった機会費用電源扱いになると

いうところでもございますので、ΔｋＷの収入といたしましては、起動費等も含めた上で

の収入があったというところでございます。 

それが、その後の電源態勢の変化によりまして、右側の構図に変わりますと、４円電源、

同じ 10ΔｋＷをキープしたままというところではございますが、性質としては、単価の安

い逸失利益電源扱いになるというところでございます。 

一方、前日でも 10 確保している、そして時間前でも 10 確保しているというところでは、

数量偏差が存在していないというところから、Ｔｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔの精算がな

されないというところでもございますので、そういったところの扱いに関しまして、ほか

の電源との平仄も加味した上でどのような問題点があるのかというところが論点だという

ところでございます。 

ケースⅢに関しましては、その逆のケースだというところでもございまして、こちらも

４円電源に着目いただければというところでございまして、前日におきましては逸失利益

電源というところでございますので、ΔｋＷの収入が逸失利益相当しか存在しないという

ところである一方、右側の構図になりますと、全体的な需要が下がりまして、４円電源と

いうところはΔｋＷの供出のために追加起動した電源の扱いに変化するというところでご

ざいます。 

一方、こちらも数量偏差的にはゼロだというところでもございますので、精算対象にな

らないというところから、収入が変わらないというところをどのように考えるのかという

ところが論点であるというところでございます。 

いずれにしろ、これらのケースに対しまして、現時点におきまして解がないというとこ

ろではございますが、こういったところに関しましては、今後、他の電源との平仄も踏ま

えながら、その断面、断面におけますΔｋＷの取引でございますとか対価性、そういった

ところにどういった意味があるのかでございますとか、あるいは機会費用・逸失利益、そ

ういったものをいつ確定するのが正しいのか等々に関しまして、さらなる深掘りが必要で

はないかというふうに考えているところでございます。 

最後がまとめというところでございまして、内容は重複するところでもございますので

説明のほうは割愛させていただきます。 

資料の説明のほうは以上となります。よろしくお願いいたします。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

それでは、自由討議・質疑応答の時間に入らせていただきます。いつもどおり会議室に

いらっしゃる方は名札を立てていただいて、Ｗｅｂの方は挙手ボタンでお知らせいただけ

ればと思います。順次指名をさせていただきます。 
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それでは、どなたかございますでしょうか。 

 五十川委員、お願いします。 

○五十川委員 

 ご説明ありがとうございます。２点、コメントさせていただきます。 

まず、時間前市場価格・インバランス価格に関する検証についてシミュレーション結果

を示していただきました。10 ページから 12 ページの結果は、定性的には事前に予測がつ

くような結果ではあると思いますが、それに対して今回裏づけを与えたというふうな認識

であります。論点としては大きく、参加主体に十分なインセンティブが与えられるかどう

か及び効率的な電源運用が実現できるかという２点で整理できるかと思います。誘因確保

に問題がないかを確認した上で、効率性を最大限実現できるような設計が望ましいと考え

ています。 

２点目、後半の前日以降のΔｋＷ価格の取扱いについてです。ここでは数値例を挙げて

各ケースの帰結を提示いただきました。本日結論を出すようなものではなく、どのような

論点があり得るのかを数値例の中で示していただいたものと認識しています。この点に関

しては、44 ページにありますように、対価性等の観点も入れながら、誘因を適切に確保で

きる形で、今後、整理していく必要があるかと思います。 

以上になります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

そのほか、ございますでしょうか。 

じゃあ、横山委員、お願いいたします。 

○横山委員 

横山でございます。ご説明どうもありがとうございました。 

この資料３のご説明は、全体的な話としてはぱっと頭に入ったんですけども、細かく見

ると非常に難しくて、なかなか理解するのが大変だなというふうに思いました。まず、時

間前市場価格・インバランス価格の検証ということで、スライド９にもありますように、

①と②の方式があるというふうに書いていただきましたが、やはり②の前日市場と同様の

Ｖ１／Ｖ２単価を用いる方式というのは、後にも示してありますように、燃料費が最小と

なるような最適な電源運用にはならないということで、やはり時間前同時市場と同様の方

式というのが、今後の検討ですけれども、これが非常にいいのかなというような感じをし

ました。 

１点、細かな質問で申し訳ないんですけど、細かく資料を読んでいるうちにちょっと分

からなくなったのが、スライド 20の、この左側の「総燃料コスト 2,100円」というのが、

スライド 21にも詳細が説明してあるのですが、調整力ｋＷｈ市場はＶ１単価を使うので燃

料コストは８掛ける 50の 400円となっているのですが、これは 8.8じゃないかなというふ

うに思ったんですけど、そうじゃないんでしょうか。私のちょっと理解のなさなのかなと
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いうふうに思ったのですけど、8.8 円掛ける 50ｋＷｈなのかなというような気がしたんで

すけど。 

それから２点目は、ΔｋＷ価格のところの取扱いですけど、これは非常に、機会費用と

逸失利益のところの入替えがあったりして非常に大変だなという感じがしました。ここで

のシミュレーションは、１回目の時間前市場ということで、時間前市場が何回か、３回ぐ

らいですかね、ゲートクローズまでに行われるというふうなことを考えますと、やはりそ

ういう何回も行うときに、機会費用と逸失利益が入れ替わったりなんかするのは非常に大

変だなという印象を受けました。この辺りも考えながら、今後検討を深めていくというこ

とかなということを思いました。 

以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

そのほか、ございますでしょうか。 

じゃあ、小宮山委員、お願いいたします。 

○小宮山委員 

 ご説明ありがとうございました。私もこのΔｋＷのＴｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔのと

ころで、非常にＰＪＭ等でも実際行われているということで、今、横山先生と同じ意見で

ございまして、今回、時間前でＳＣＥＤを複数回流すことで、その市場の時々の状況に応

じて、逸失利益がこちらの確保なしと例えばなった場合に、還元の過不足、両方あり得る

と。これもその時々の市場の状況に応じて両方あり得ると、これをどう理解するかという、

確かに難しい問題だなと思いました。これは時間前市場も、これも回数によって、その

時々で、恐らく実需給に近づけば近づくほど確実性が上がりますので、多分、徐々に、時

間が経過するごとに、この修正も多分少なくなるんだろうなと思いましたけれども、恐ら

くこうした大きなポジションの変化、逸失利益と機会費用、このポジションの変化がかな

り、複数回起こり得る場合、こうしたことが、この事業者にとってどのような影響を与え

得るかは少しよく考える必要があるかなというふうに思った次第でございます。 

一方で、こちらはＳＣＥＤ最適化ということで、ロジックはかなりしっかりしておりま

すので、かなり合理的な手法であること自体は変わりないかなと。実施自体は、最適が通

じておりますので、合理性、しっかりした理由があるかと思いますので、市場全体のコス

ト最小化という観点からは意義のあるものだというふうには理解しております。 

以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

そのほか、ございますでしょうか。 

じゃあ、市村委員、お願いいたします。 

○市村（拓）委員 
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ご説明いただきまして、ありがとうございます。 

私からは１点、今、横山先生、小宮山先生がおっしゃっていただいたΔｋＷのところに

ついてです。ここら辺、結構、いろいろ今後考えなきゃいけないところが多いなというふ

うに思ったところでございます。特に、技術的なところじゃない観点で申し上げると、や

はり、時間前市場において入札義務というところを課していくということとの関係も整理

していく必要があるのかなというふうには思いました。例えば、ケースⅠというところで、

実際のところ、時間前の断面とスポットの断面というところで見ていくと、括弧書きで書

いてありますけども、時間前のΔｋＷ約定価格が前日以上となるような場合ということに

なると、結局、事業者からすると、マイナスの費用というか、支払いが生じるというよう

な形になってくるということだと思います。これ、仮に入札義務を課して、入札というの

は応札をするということだけだというふうに考えると、時間前、前日で、一旦ΔｋＷで確

保された段階で、それを確定するということが仮にできるのであれば、事業者の判断とい

う考えもあるかと思うんですが、基本的にそれは、最適化を目指すという観点から入れ続

けていただくということを前提とすると、そういった形で仮にマイナスが発生していくと

いうことになると、なかなか設計としては難しいということかなというふうには思います

ので、ここら辺の精算関係というか、前日で入札義務というところ、時間前市場、前日市

場の中、入札義務を課すということがどういう状態なのか、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報を

入れ続けてもらうということを、そういった定義をしていくのか、売り入札という観点な

のか、前者だと思っているんですけど、そういったところの中で、精算関係含めて、事業

者にとってもきちんとインセンティブがあるような形というか、やはり、普通に入札して

いるということからすれば、いきなりマイナスの価格を支払うということが、もともと想

定されているものであればいいんですけども、予期し得ない不測の事態を生じるというこ

とにもなりかねないと思いますので、ここら辺の権利義務関係、精算関係、入札義務との

関係というのは、今後の次の資料との関係等もあるかもしれませんが、整理していく必要

があるなというところで、改めて、この資料のところを拝見させていただいて思ったとこ

ろでございます。 

あとケースⅡ、ケースⅢのところでは、ここら辺はある程度の割り切りというか、ある

断面で機会費用だということと逸失利益だということではあるので、そこら辺を割り切っ

て考えるというのは、一つ考え方としてはあるかなというふうに思っておりますが、いず

れにせよ、先ほど申し上げたような点を今後検討していくという必要があるかなというふ

うに思っているところでございます。 

以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

そのほか、ございますでしょうか。 

じゃあ、私のほうからちょっと追加の質問で、一つは最初のところ、Ｖ１単価、Ｖ２単価
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にするケースと、それからシングルプライスにするというケースですが、アメリカでもか

なり議論されていることは、Ｖ１／Ｖ２単価でディスパッチを、最適化計算をするという

必要は必ずしもなくて、単一の限界費用でディスパッチをして、その後、価格をＶ１／Ｖ

２でつけるという選択肢もあり得るんですね。なかなかこういうのを明示的にやると面倒

くさいことにはなりますが、一応そういう可能性も頭に入れておかないと、あと、いろん

なことの検討の中で漏れているということになりますので、その辺が一つと。 

それからもう一つは、時間前の話で、逸失利益と機会費用が入れ替わるという話というの

が前から全然理解できなくて、この話というのは、アメリカのマーケットで言うと、前日

市場とリアルタイム市場の間の関係と全く同じなんですね。日本の場合は、リアルタイム

市場というのはまだちょっとよく分からないところがありますが、今、事務局が検討され

ているのは、リアルタイム市場と、それから前日市場の関係ということに対応します。ア

メリカの議論を見ていると、こんな機会費用と逸失利益が入れ替わるみたいな議論は全く

なくて、基本的に、機会費用も逸失利益も、同時に発生する費用ならば同時に発生してい

るはずで、片一方に入れ替わるみたいな話はあり得ないんじゃないかと私は思ったんです

けども、その辺についてご質問です。 

 そのほか、ご質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

 じゃあ、事務局のほうからお願いいたします。 

○下根マネージャー 

事務局の下根でございます。委員の皆様方、大変多岐にわたるご意見をいただきまして

ありがとうございます。 

まず、五十川委員からいただきましたところ、前半のところでお示ししたところは、概

ね定性的にもそうかなと思えるところが、定量的な分析ができたというところは同じ認識

でございまして、こういったところ、横山委員にもいただきました内容と共通する部分で

はございますが、Ｖ１／Ｖ２単価でディスパッチするよりかは限界費用でやったほうが、

全体的に合理的になりつつもインセンティブを与える設計になっているというところも併

せて確認できたというところが、後半側の考察でお示しているところでございますので、

ご理解いただいたとおりかというふうに思っているところでございます。 

また、横山委員からいただきました細かいケーススタディのご質問というところでござ

いますが、こちらは、先ほどのディスパッチをする指標としてはＶ１／Ｖ２を使っている

というところではございますが、実際にその電源態勢となった際にかかった燃料費をカウ

ントしているというところで総燃料コストを計算してございますので、そういった意味で

は、限界費用イコールそのまま燃料費というふうに解釈いたしまして計算しているという

ところから、8.8 円ではなく 8.0 円を使っているという、そういった計算式になっている

ということでご理解いただければというふうに思ってございます。 

また、その他の委員からもいただきましたところで共通してございますのが、やはり後

半のΔｋＷの取扱いというところで様々なご意見をいただいたんだというふうに思ってご
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ざいます。この点、小宮山委員からいただきましたように、まず、ＳＣＵＣを都度行うこ

とによって合理的な形で使い続けるということ自体は、コスト最小化の観点からも望まし

いというところは一定程度ご理解いただけたのかなというふうに思ってございますが、こ

の手の計算の仕組みというところでは、非常に多岐にわたる論点があるというところをご

示唆いただいたんだというふうに思ってございます。 

特に、市村委員からもいただきましたように、得するケースもある、損するケースもあ

る、そういったところをどのように考えるかみたいなところに関しましては重要な論点だ

というふうに考えてございますので、こういったところは、次の資料にも同じような論点

があるところもございますし、継続して検討すべき論点だというふうに考えてございます

ので、またいろいろとお気づきの点等があればご示唆いただければというふうに思ってい

るところでございます。 

最後、金本座長からいただきましたご質問でございますが、アメリカではなかなか聞か

ない機会費用と逸失利益が切り替わるケースというところがなぜ生じるのかというところ

に関しましては、こちらは前回の検討会でも少し見えてきた構図ではございますが、やは

りアメリカにおきましては、ΔｋＷの費用として、逸失利益というところは扱っている一

方で、起動費等も含めたところを扱っているケースがあまりないのではないかというふう

にも考えてございまして、そういったところ、現行の日本のΔｋＷの費用といたしまして、

起動費等というところを明示的に扱っているというところから、まさに起動費の織り込み

というところがころころ切り替わるというところが論点になっているのかなというところ

で、ある意味では日本特有の論点なのかというふうに事務局としては理解しているところ

でございます。いずれにせよ、そういったところ、先ほどまでにいただいたようなところ

等も含めながら、どのように整理していくのかというところは引き続き丁寧な整理が必要

というふうに考えているところでございます。 

 事務局からは以上となります。 

○金本座長 

最後の起動費がころころ変わるというのは、アメリカでは、起動費というのは、エネル

ギー市場と、それから予備力市場と両方に係るものなので、こういうΔｋＷだけ起動費が

かかって、ころころというのではないはずなんですね。そういう意味では、原理的には同

じこともアメリカでも起こり得るんだけども、ころころ変わるような扱いをする必要はな

い仕組みになっているという、そういうことかなと思いますので、その辺も含めて、これ

からきちっと検討していただきたいなと思っております。 

そのほか、ございますでしょうか。よろしいですか。 

 

（２）同時市場の詳細論点について③（時間前市場の設計、その他の論点） 

 

○金本座長 
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じゃあ、次の議題に移らせていただきます。次の議題は（２）になります。同時市場の

詳細論点についての③（時間前市場の設計、その他の論点）でございます。 

これにつきましては、事務局の資源エネルギー庁のほうから資料４のご説明をいただき

ます。それではよろしくお願いいたします。 

○長窪調整官 

 資源エネルギー庁の長窪でございます。資料４についてご説明をさせていただきます。 

本日、同時市場の詳細論点について③ということでございまして、ご議論いただきたい

内容につきましては２ページに記載をしております。これまで、前回、それから前々回と、

入札と電源の調達運用ですとか市場価格算定の論点についてご議論いただいたところでご

ざいまして、今回は時間前市場の設計、その他の論点についてご議論いただきたいと考え

ているところでございます。 

時間前市場の設計の論点に入る前に、小売電気事業者の売り入札と発電事業者の買い入

札という項目を立てております。これは５ページ以降に記載をしているところでございま

すが、時間前市場でどのような入札行動が想定されるかということについて、この検討会

の前身の作業部会でご議論いただいたところ、いろんなものがありますねというようなこ

とでご意見をいただいたところでございます。その中でも、これまでは、同時市場の検討

会において、発電事業者の電源の入札、すなわち売り入札と、小売電気事業者の需要、す

なち買い入札を念頭に置いて議論をしてきたところですけれども、小売電気事業者が売る

こともあるし、発電事業者が買うこともあるというようなことが指摘されているところで

ございまして、６ページのところでございますが、小売電気事業者の売り入札とか発電事

業者の買い入札なども可能とする仕組みを整備することが必要ではないかということにつ

いても念頭に置きながら、時間前市場の設計については考えていく必要があるのではない

かということでございます。 

また、発電事業者の入札行動、そのニーズの一つとして、電源の経済差替えというもの

があると認識しておりますけれども、これについては第７回の検討会でもちょっとお示し

をさせていただいているとおり、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒをまずしていただい

て、それで売りが約定しなかった場合には、市場から調達をしたことにするみたいな制度

をつくることができれば、経済合理的だと思っておりまして、そういう仕組みも導入する

ことを検討していきたいと考えているところでございます。 

以上を踏まえまして、時間前市場の設計に関する論点について、10 ページ以降に記載を

させていただいております。 

まず、10 ページで、基本的な方針を書いているところでございまして、これまで時間前

市場の設計については二つのイメージがありますねということでご議論いただいてきたと

ころでありまして、一つ目のイメージが、時間前市場については現行と同様に、基本的に

ザラバ中心の取引をするというのが一つのイメージです。もう一つは、時間前市場でも、

ｋＷｈとΔｋＷの同時約定を行う仕組みを導入し、時間前の断面で都度ＳＣＵＣを繰り返
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しながら実需給を迎えていく市場と、この二つのイメージがありますねということでご議

論をいただいたところでございまして、委員の皆様からは、イメージの二つ目、ＳＣＵＣ

を繰り返しながら実需給を迎える市場のほうが効率的で望ましいのではないかというよう

なご意見が多かったかなと認識しているところでございます。 

一方で、諸外国の例を見ても、時間前、当日の断面でｋＷｈとΔｋＷの同時約定市場を

設けているというような、そういう仕組みはこれまでのところ見当たっていないところで

ございまして、既に資料３でもお示しをさせていただいているとおり、いろいろ論点はあ

るのだろうと思っているところでございます。こうしたことを踏まえて、この、イメージ

２を目指していくことを基本的な方針としながら、それが難しい場合にはザラバ中心の取

引を行う市場を導入するということを今回の考え方としてはどうかと考えているところで

ございます。 

次が 16ページでございまして、時間前同時市場における入札義務でございます。これは、

これまで前回、前々回におきまして、同時市場ができた場合には、基本的にその余力の全

量を市場に供出をしていただくと。また、ｋＷｈとΔｋＷの両方にＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ

入札をしていただくということが基本的な規律として考えられるということでご議論いた

だいたところでございます。 

では、その時間前の断面でどうするかということでございますけれども、今回の同時市

場の設立趣旨の一つでもございますが、需要や変動性再エネ電源の出力が実需給までに変

化していくこと、さらに、今後、変動性再エネの量が増えていくというようなことも考え

るならば、安定的・効率的に需給や系統運用を行うという観点からは、基本的に前日同時

市場で約定しなかった電源も含めて、時間前同時市場で入札を継続していただくこと、す

なわち、時間前市場においても入札義務をかけるということが基本的な考え方かと思って

いるところでございます。 

その場合に、では、どういう入札の在り方があり得るかというところですが、前日同時

市場以後、時間前の断面で電源がどういう状態に置かれているかというと、基本的に三つ

のパターンに分けられるのかなと考えておりまして、一つは前日同時市場で約定した電源

で下げ調整が可能な電源、もう一つは、これもまた前日同時市場で約定して、また余力が

あるような電源、こういったような電源があるかなと思っております。さらにもう一つ、

前日同時市場で全く約定しなくて停止状態にある電源と、このような三つのパターンが考

えられるのかなと思っているところでございます。 

一つ目と二つ目の、前日同時市場で約定して起動はすることが決まっている電源につい

ては、上げ下げの出力変化速度があると思いますので、その出力変化速度を考慮して約定

させていく必要があるということで、その点について検討が必要かなと思っております。 

より問題となるのは、三つ目の、前日同時市場で約定しないで停止状態にある電源でご

ざいまして、発電機の機能的な制約として起動時間というものがあると思いますから、実

需給が起動時間よりも手前に迫ると、これは当然、起動が間に合わないということになり



15 

ますので、そういう意味では、約定させる上で起動時間を考慮した約定ロジックが必要に

なると考えているところでございます。 

18 ページでございますが、問題は、この起動時間をどう考えるかだと思っておりまして、

一つは、発電機そのものの機械的なスペックとしての起動時間を、入札のときに起動時間

として登録をしていただくことが考えられるのかなと思っております。 

一方で、発電機を起動するためには、そのために人員を配置したりですとか、いろいろ

な準備作業があり得るということを考えますと、四六時中、常に起動が指示され得る状況

だとすると、常にそういった余分な対応の必要が生じるということにもなると思っており

ます。そうしますと、このような発電機の運用にかかる負担を考慮する場合には、単なる

発電機の機能的な制約を起動時間とするだけではなくて、発電事業者として、人員配置等

の変更の必要性も踏まえて、対応可能な時間として起動時間を設定していただくことを認

めるということも考えられるのかなと思っているところでございます。 

問題は、この点については、安定供給と発電事業者の負担の考慮というものが、トレー

ドオフの関係にあるのではないかというところでございまして、この点については、まず

は実態の把握が重要ではないかと思っているところでもございますので、例えば事務局に

おいて、一度その事業者の皆様にヒアリングをさせていただいて、改めて検討するなど、

引き続き検討が必要かなと考えているところでございます。 

また、できる限り柔軟な運用、素早い起動を発電事業者が行うようなインセンティブを

高める仕組みというものも検討の必要があるのかなと思っているところでございます。 

次が 22ページでございますが、時間前同時市場において取引の対象を何にするかという

論点もあり得ると考えております。時間前で同時市場をやるということですから、当然、

その都度ＳＣＵＣ・ＳＣＥＤを回して、ΔｋＷも含めたラインナップがその都度決まって

いくということになるわけですので、普通に考えますと、時間前同時市場でその取引の対

象とするのはｋＷｈとΔｋＷということになるとも思われるところでございます。 

他方で、先ほど、広域機関の資料３においても、価格の成分、機会費用と逸失利益の入

れ替わりが生じるのではないかというような論点が示されたところでもございますが、さ

らに、もっと単純に、約定量自体が時間前の断面でころころ変わっていくということも、

特に約定点近辺の電源については起こり得るんだろうと思っておりまして、例えばこの 22

ページの下の図で示させていただいているとおり、前日同時市場で一旦ｋＷｈとΔｋＷの

ラインナップが決まった後に、時間前同時市場①のところでｋＷｈの量が減ったりとか、

あるいは時間前同時市場②で、今度は全量ｋＷｈがついてΔｋＷがリリースされて、恐ら

くこのタイミングではほかの電源においてΔｋＷが確保されていると、このような形で、

その都度ｋＷｈとΔｋＷの約定量が頻繁に変わっていくということになりますと、これは

その断面で一体何が取引されているのかということがかなり分かりにくいのではないかと

思っているところでございます。 

24 ページでございますが、そういったことも踏まえて、では時間前市場で何を取引すべ
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きかということを考えますと、作業部会の取りまとめでは、時間前市場のニーズは主に三

つあるというふうに言われていたところでございまして、一つは小売電気事業者のポジシ

ョン調整のための売買。もう一つは、変動性再エネ事業者が再エネ変動に応じて売買をす

ることもあるのではないかとされていました。また、発電事業者が、当然、追加の売りで

すとか、あるいは電源脱落時の買いをするニーズもあるのではないかということでござい

まして、これらのニーズは、今の時間前市場がｋＷｈを取り扱う市場であることを踏まえ

たものだとも思っておりますけれども、基本的にはｋＷｈの取引が念頭に置かれていると

いうところかと思っております。そういたしますと、時間前同時市場においては、基本的

に、ｋＷｈについては時間前同時市場においてその都度売買をして、決済の仕方について

は考え方次第ですが、差分決済を行っていくということになるのかなと考えておりますけ

れども、ΔｋＷについては、その都度売買をして差分決済を行うことが本当に必要かどう

かというのは考えてもよいのではないかと思っているところでございます。ただ、そうは

いっても、どこかのタイミングでΔｋＷについて認識をして決済をしていく必要があるの

だろうと思っているところでございまして、そのタイミングの候補としては、前日同時市

場の断面ですとか、あるいはリアルタイムに近いゲートクローズ、もしかしたら実需給の

断面といったようなことも考えられるのかもしれないというふうに思っております。 

今、この 24ページの下の図でお示ししているのは、前日同時市場で一旦ｋＷｈとΔｋＷ

を確定して、そこで決済をして、また実需給に近いゲートクローズの断面でｋＷｈとΔｋ

Ｗを認識して決済するという形でございまして、ＰＪＭのＴｗｏ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ

としてご紹介したやり方にも近いのかなと思っておりますが、こういったやり方も一つあ

り得るところかなと思っているところでございます。 

いずれにしても、この点については、具体的な電源運用の事例なども考慮しながら、引

き続き検討を深めてはどうかと考えているところでございます。 

27 ページでございますが、時間前同時市場においては、入札内容の変更が当然されてい

くものだと考えておりますので、その点について、どのようなタイミングでどういったよ

うな入札内容の変更が可能なのかということも、不正な取引の発生を防止するといったよ

うな観点も踏まえて今後検討していく必要があるのかなと考えているところでございます。 

以上が時間前市場についての論点というところでございまして、その次に、特殊な電源

の取扱いについてもご議論いただければと考えているところでございます。これは、これ

までも少しずつ取り上げてきてはおりますけれども、これまで同時市場の検討会において、

基本的には、安定電源あるいは調整電源と言われるような大型の火力を念頭に置きながら

議論をしていただいたところですので、それ以外の電源についてもいろいろな論点を今後

検討していく必要はあるのではないかということで記載をさせていただいているところで

ございます。 

まず、変動性再エネでございますが、一口に変動性再エネと申し上げましても、ＦＩ

Ｔ・ＦＩＰ・非ＦＩＴがあるというところでございます。これを大きく分けますと、ＦＩ
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Ｔ電源、特にＦＩＴ特例①③といったような形で、買取義務者がインバランス精算主体に

なっているような電源と、ＦＩＰ・非ＦＩＴという形で、発電事業者と申しますか、発電

者がインバランスの精算主体になっている電源とで分類ができるのではないかと思ってい

るところでございます。 

これらの電源については、ＢＧサイドの入札行動ですとか、それに伴う需給曲線の変化

ですとか、それからその変動に対応するための予備力・調整力の確保の在り方等々、いろ

いろな議論が必要だと考えているところでございますけれども、特に今回、一つ問題意識

として示させていただいているのは、このＦＩＴ特例①③の同時市場における考え方でご

ざいまして、ご案内のとおり、例えばＦＩＴ特例①、小売電気事業者が買取義務者となっ

ている特例制度においては、現行制度では実需給の前日の６時頃にＴＳＯから計画配分が

行われると、その発電の予測値が配分されてきまして、小売電気事業者が組成する特例発

電ＢＧは、それに基づいて発電計画をつくると。そうやって発電計画を一度つくれば、あ

とはゲートクローズまで発電計画を修正する必要はなくて、インバランスリスクを免れる

ということになっているところでございます。 

これについて、先ほどお示ししたとおり、時間前の同時市場をやるということにした場

合に、何のために時間前同時市場をやるかというと、その都度ＳＣＵＣ・ＳＣＥＤを回し

て効率的な運用をするということでございますが、一方で、このＦＩＴ特例の制度を踏ま

えますと、前日６時の断面で計画値が固定され、その後、バランシンググループが行動を

求められることにはなっていないということでございます。そうしますと、本来は、実需

給が近づくにつれて再エネ出力予測というのは精緻になっていくはずでありますから、そ

れも踏まえて時間前の再入札等の検討がされたほうが本当は効率的なのかもしれませんけ

れども、それがなされないことになります。この点を、同時市場の設計における問題意識

として、念頭に置く必要もあるかと思っているところでございます。 

ただ、一方で、では、特例発電ＢＧに時間前の断面で何かしら対応を求めるというよう

な形に仮にするとすると、これは今のＦＩＴ特例の制度の趣旨に反し、小売電気事業者に

インバランスリスクを負わせる問題が生じるということでございまして、この点について

どう考えるかということかと思っているところでございます。 

ＦＩＴ電源を除くＦＩＰ電源あるいは非ＦＩＴ電源につきましては、これは先ほど申し

上げましたとおり、基本的には発電者がバランシングをしっかり行っていくと、そういう

制度になっていると認識しておりますので、ある意味では、その他の一般的な電源と同じ

ような扱いがされていくのかなというのが現時点での考え方でございます。これまで、特

にセルフスケジュール電源の入札方法ということに関して、入札の仕方についての議論を

いただいてきたところでございまして、セルフスケジュール電源については、例えば、入

札をしていただくのか、あるいは市場に登録をしていただければいいのかといったような

論点もまだ残っているところではございますけれども、ＦＩＰ電源等についても、ディス

パッチャブル、すなわち市場に約定結果を委ねるような形で入札をしていただくこともで
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きると思いますし、あるいは自社の出力予測量をセルフスケジュールのような形で入札を

していただくということも可能なのではないかなと思っております。この場合に、発電量

については、自社で出力を予測して入札をしていただくというのが基本線かと考えており

ますが、他方で価格すなわち限界費用については、これは安く入れるということに普通は

なるんだと思いますから、そうすると、ＦＩＰ電源等については、基本的には全量約定す

るか約定しないかといったような形で約定がされていくのかなと思っているところでござ

います。 

また、39 ページに続きとして書かせていただいておりますが、これは先ほど申し上げま

したとおり、ＦＩＰ電源等について事業者がバランシングをしていただくということにな

りますので、出力の増減の予測に応じた入札行動をしていただくということかと思ってい

るところでございます。 

次に、特殊な電源として、ＤＥＲの取扱いについても考えておく必要があると考えてお

ります。ここでＤＥＲと申し上げていますのはいわゆる分散型電源でございまして、需要

値の近くにあるような小規模な変動性再エネですとか、蓄電池とかＤＲといったものを想

定しているところでございます。こういったようなＤＥＲについても、同時市場において

取り扱えるようにしておく必要があると考えております。これまでＤＥＲのうちＤＲにつ

いては、第３回、第５回検討会で取り上げさせていただいているところでございまして、

そこでご説明をいただいたものとしては、ＤＲの中にも、市場に供出するタイプのＤＲと、

専らＢＧ等のバランシングに使うような形の市場に供出しないＤＲがあるということでご

ざいまして、それぞれに応じて、その取扱いについて論点があるというようなことをご議

論いただいたところでございます。 

47 ページでございますが、ＤＲに限らず、変動性再エネや蓄電池も含めたＤＥＲ全体と

いう観点から、入札の仕方等について引き続き議論を行うことが重要と考えているところ

でございまして、諸外国においても、こういったＤＥＲについて、市場で扱えるようにし

ましょうということで、今まさに議論ないし対応が行われているところと認識をしている

ところでございます。 

例えば、ＤＥＲについては、基本的にアグリゲートしていただいて入札をしていただく

ということが普通の考え方なのかなと思っているところでございますが、そのときにアグ

リゲーションしたものの最低入札単位を 100ｋＷとすることが可能なのか、あるいはもう

少し大きくしないと約定等が難しいということになるのかどうか。あるいは、アグリゲー

ションをしていただく地理的な範囲について、系統制約を考えるという観点からは、どの

ような単位でアグリゲーションをしていただく必要があるのか、あるいは、集約の便宜と

いうものを考えて、広い範囲でアグリゲーションしていただいてもいいのか等々、ちょっ

と細かい論点かもしれませんけれども、そういったようなものも含めて、今後、ＤＥＲの

取扱いについては検討していく必要があるのかなと思っているところでございます。 

特殊な電源の最後として、大規模揚水等の取扱いについても考えておく必要があると思
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っておりまして、これは作業部会の取りまとめにおいても、大規模な揚水や大規模な系統

用蓄電池といったようなものについては、発電事業者が他の電源と同じように市場に入札

を行って、自ら池全体の水位を運用するというやり方のほかにも、同時市場に運用を任せ

ることを任意に選択できることとするということも既に提案されていたところでございま

す。 

この点については、米国のＰＪＭにおいても、揚水については、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ

の情報を入札して、それを使って市場で約定させるという方法だけではなくて、発電機の

機器特性、揚水の上げ下げの判断に必要な貯水量の制約とか揚水効率といったようなもの

について、事業者から情報を提出してもらって、それを踏まえて最適計画を作成するプロ

グラムのようなものもあるようでございまして、そのようなやり方も考えられるのではな

いかと思っているところでございます。 

また、今、需給調整市場の足元の状況を踏まえて、揚水について公募制とするのはどう

かという議論もしていただいているというところと認識しておりまして、そういったこと

も、同時市場が始まったときに行われているとすれば、その在り方を同時市場の仕組みの

中でどう取り扱っていくかということについて検討しておく必要があるのかなと思ってお

ります。例えば、誰が揚水の容量について供出を受けるのかといったようなことですとか、

あるいは、その揚水を市場で運用することについての対価性をどう考えるかといったよう

なことについて議論いただくことが必要かなと思っているところでございます。 

また、若干細かい論点になりますが、同時市場の検討においては、他制度・他市場への

影響も考慮する必要があると思っておりまして、資料としては 61ページ以降に少し記載を

させていただいているところでございます。 

まず一つ目は、これまで特にオブザーバーの皆様から多くご意見をいただいているとこ

ろと認識しておりますが、同時市場以前の断面でも電力取引というのは活発に行われてい

るということでございまして、安定供給の観点からは、中長期の断面の電力取引というも

のも非常に重要でありますから、こういったものとの間で整合的な市場である必要がある

と考えているところでございます。 

また、次に、間接送電権の市場についても、現在の間接送電権というのは、今の市場の

仕組みに基づいてつくられているものでございますので、今後、同時市場がどういう制度

になっていくかということによるのだとは思いますけれども、同時市場について検討して

いく場合には、その間接送電権についても併せて議論・整理をしていく必要があるのかな

と考えているところでございます。 

また、容量市場についても、これはこの検討会でもご指摘をいただいているところでご

ざいますが、まずスケジュール感の問題があって、当然、容量市場というのが、４年前に

オークションが開かれるということを思えば、同時市場が導入される４年前までには、容

量確保契約約款等の変更がまず形式的にも必要ではないかということでございます。 

また、変更の中身についても、これまでに出てきた議論だけでも、同時市場になった場
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合にはｋＷｈとΔｋＷの両方にＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ入札をしていただくということが今

考えられているわけですので、そうすると、そういったようなところで、実体的にも変更

をしておく必要があるんだろうと思っております。 

また、容量市場に入札をしていただくに当たっては、他市場収益を適切に控除していた

だく必要がありますから、これはなかなか難しいことかもしれないと考えております。特

に、同時市場が導入される前の断面でこういったことをやっていただくということについ

て、考慮を要するだろうと思っておりまして、そういったことについても配慮しながら制

度を検討していく必要があるのかなと思っているところでございます。 

最後の論点でございますが、67 ページに同時市場運営主体の役割について記載をさせて

いただいております。同時市場をこれからやるということになりましたら、当然、運営主

体も含め、その詳細な制度を検討しておかなくてはならないと考えておりますが、その運

営者としてどういう形である必要があるかということ、同時市場の運営主体にどんな役割

や機能が求められるかということについても今の段階で整理をしておく必要があると思い

まして記載をさせていただいているところでございます。 

ここで申し上げたいことといたしましては、同時市場の運営者は、一般の市場の運営者

と比べますと、単なる入札情報を受け付けるだけではなくて、系統の運用状況とか電源の

稼働情報・費用情報といった詳細、あるいは機微にわたるような情報についても把握して

取り扱っていく、そういう主体であるということが一つあるのだろうというふうに考えて

おります。また、約定処理についても、単なる市場の約定、精算ということだけではなく

て、ＳＣＵＣ、すなわち系統制約を考慮して、セキュリティーを考慮してラインナップを

決めて、そのラインナップが広域需給・系統運用に使われていくということになるわけで

すので、そういう意味では、単なる市場の運営ということだけではなくて、広域需給や系

統運用に関連する業務も幅広くやっていくということになるのだろうと考えています。ま

た、その約定計算等の仕組みについては、いろいろ事務局としても検証を行っているとこ

ろでございますが、こういったようなシステムができた後、同時市場が始まった後も、こ

のシステムは不断に改善していかなくてはなりませんので、そういう意味で高度なシステ

ム開発能力も必要と考えております。 

といったようなことを考えますと、同時市場の運営者には強靭かつ安定的な事業運営能

力、取引参加者の信頼を得られる中立性や透明性、高度なシステム開発能力といったよう

なものが必要だと考えておりまして、そのために必要なガバナンス、人材、経理的基礎と

いったものが確保されていることが求められると考えているところでございます。 

こういったようなことも踏まえながら、今後、具体的な運営主体については検討してい

く必要があるのかなと思っているところでございます。 

資料４のご説明としては、以上のところでございます。よろしくお願いいたします。 

○金本座長 

ありがとうございます。 
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それでは、自由討議・質疑応答の時間に入らせていただきます。いつもどおり、会議室

にいらっしゃる方は名札を立てていただいて、Ｗｅｂの方は挙手ボタンでお知らせをいた

だければと思います。 

それでは、どなたかございますでしょうか。 

委員の方はいらっしゃらないようですから、新川さん、どうぞ。 

○新川オブザーバー 

監視等委員会、新川でございます。ありがとうございます。 

まだ現状、需給調整市場では、募集量に応札量が達せず未達の状況が頻繁に生じている

と認識をしております。調整力の供出側にも、事業者によっていろいろな考えがあるとは

思うものの、結果的に、電源の起動や調整力の確保といった意味で、電力システム全体で

合理的な電源の運用になっているか疑問が残る状況になっていると思っております。こう

した状況を踏まえますと、応札を行うかどうかを電源運用者の完全な自発的意思に委ねる

ことが妥当なのか検討が必要と思っております。時間前市場についても、ザラバ市場にし

て応札を待つというよりは、可能であれば約定処理を繰り返すなどしたほうが合理的な電

源運用になるのではないかと思っております。 

ただ、他方、18 ページのほうにもお示しをいただいておりますけれども、発電所の人員

配置等の運用も考えると、その場合にどのような費用が発生するのかと、Ｕｐｌｉｆｔと

して負担するのかと。負担しないとしても社会的コストは少ないほうがいいと思うと、こ

こに書いてあるように、事務局においてヒアリングを行っていただいて、また方針を決め

ていただければなと思っております。 

それから、揚水発電についても議論になっておりますけれども、揚水発電は重要な価値

を持つ電源でございますので、事務局提案の方法も含めて適切な対価の下で最大限活用さ

れる仕組みをつくっていくことが望ましいと考えております。揚水発電を所有・運用する

事業者の考えなどもよく聞いていただいて、様々な角度から検討されることを期待したい

と思っております。 

それからもう一点、同時市場運営主体の役割の最後のページでございますけれども、こ

こに書いてあることそのものに異論があるわけではございませんが、当然、この主体につ

いては電気事業法の規律の下に運営されることが必要と考えておりますので、その旨申し

添えさせていただきます。 

以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

じゃあ、次、市村オブザーバー、お願いいたします。 

○市村（健）オブザーバー 

 ありがとうございます。事務局のご説明と資料の作成、ありがとうございました。 

今回、ＤＥＲについて資料の記載がございますので、ちょっとコメントさせていただき
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ます。 

たまたまゴールデンウイークに、アメリカに行く用事があったので、併せてＰＪＭにち

ょっと訪れてきました。その際、ＰＪＭ側だけじゃなくて、ＤＲ事業者も含めて複数の関

係者に会ってきたんですけれども、痛感したのは、やっぱり我々からすると、当たり前な

事実ではあるけれども、アメリカってやっぱり圧倒的に燃料があって、圧倒的に電源があ

ふれていると。こういう現実を目の当たりにして、日本との彼我の差というのを私自身、

痛感した次第です。ＰＪＭでも、正確には把握していないけれども、自家発なんかを含め

ると大体需要の４倍から５倍ぐらいはあるかなというような言い方で、燃料においては、

もう皆さんもご存じのとおり、何をか言わんやです。パイプラインが縦横無尽に張り巡ら

されていて、ある意味、制約にはなり得ない。日本のようにタンカーで運んでくるという

のとは全然違うというのは、既に以前の検討会で事務局の方が紹介してくださったとおり

です。私自身、印象深かったのは、メリーランド州の大手のＤＲ事業者のＣＥＯとランチ

を取ったんですね。そうしたら、彼が同席させたのはＨｅａｄ ｏｆ Ｇｏｖｅｒｎｍｅ

ｎｔ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ、つまりロビイストなんです。彼らと話をしていて面白かった

のは、例えば今日の資料にもご紹介いただいております、FERC Order 2222あるいは 2023、

こういったものは我々が勝ち取った権利なんだと、こういうふうに言って誇らしく語って

いました。やっぱりそのＣＥＯいわく、ＰＪＭというのは我々ＤＲ事業者に期待している

のは、自由にやることなんだと。我々に求められているのはここがポイントで、Ｓｔｉｍ

ｕｌａｔｉｎｇ ｒｏｌｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｍａｒｋｅｔであって、Ｂａｌａｎｃｉｎ

ｇ ｒｏｌｅ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｍａｒｋｅｔではないと。ＰＪＭに、さすがに事業者の名

前は言わなかったですけれども、そういう話があったよと言ったら、そのＰＪＭの担当者

も、我々もＤＲ事業はいわゆるアファーマティブアクションの一環なんだと。育てる必要

があるんだというふうに言っていて、私なりに合点がいった次第です。やっぱりアファー

マティブアクションというコメントは重要だなと思っていて、別の担当者は、ここだけの

話だけど、我々はやっぱりカリフォルニアでＤＲがあれだけやっているから、東側でやら

ないというわけにはいかないんだというような言い方もされていました。こういうふうに

考えてみると、やっぱり我が国の市場環境ってアメリカとは大きく異なるわけで、燃料制

約も大きいし、電源も足りないと。したがって、日本の場合、ＤＲやＤＥＲに需給バラン

ス上の一定の役割は期待されていて、私も事業者として相応に貢献したいと思っているし、

貢献してきているという自負はあります。しかしながら、昨今のいろいろな事案、先ほど

新川事務局長からもお話がありましたが、需給調整市場等々で見られる、そういう状況を

鑑みますと、やっぱり性善説で制度設計するには無理があるのかなと思っています。まし

て、PJM はアファーマティブアクションでアプローチしているというわけですから、日本

にはそんなに大目に見るほどの余裕はないのかなと思っています。 

何ページだったかな、今ここで出てますね、47 ページ、「ＤＥＲの市場参入の促進と計

算時間等の技術的な要件のバランスを考えつつ、諸外国の事例も踏まえ」云々と書いてあ
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りますね。でも、例えば、じゃあ、アメリカで FERC Order 2222があるから日本でもとい

う、もし議論になっていったとしたら、これは相当大変なことになるなというのが私の肌

感覚です。これは今日、この後、Ｂ／Ｃ分析がありますね。そして、もし仮に同時市場を

やりましょうということになったら、来年以降、新たなステージで具体的な制度設計が進

んでいくというふうに私自身は理解してますけれども、やっぱりその際は、こういった日

米の差、これをよく熟慮した議論が大事だと思いますし、私も実業を担う目線で、いかに

日本のために貢献できるのかということを、一緒になって方向性を考えていきたいなとい

うふうに思っております。 

私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

次は五十川委員、お願いいたします。 

○五十川委員 

 ご説明ありがとうございました。全体としては、今後の議論の進め方として基本的な方

針に異論はありません。 

１点、私からは、時間前市場の設定調整率、調整力の確保方法についてコメントいたし

ます。具体的には、18 ページについて、起動時間に関する論点が提示されていました。確

かに起動時間とは何かというのは整理する必要がある点で、経済的には起動時間が早くな

るほどコストが大きくなるというトレードオフが通常考えられるところであります。記載

されておりますように、関係主体へのヒアリングを行いつつ、柔軟に制度を設計していく

必要があるかと思います。 

最後に記載されている、起動費に一定程度の上乗せを認めるというのは一つのアイデア

ですが、これに加えて、起動スケジュールと起動費をコンビネーションとして捉えて複数

のオファーを認めるという考え方もあるのではないかと思っております。 

私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

次は横山委員ですかね、お願いします。 

○横山委員 

 横山でございます。どうもありがとうございます。私は、事務局からのご説明の内容、

全体的には違和感はありませんでした。 

ちょっと細かい点で、３点ほどコメントをさせていただきたいと思います。まず、スラ

イド 16の時間前同時市場における入札義務のところなんですけども、発電機の出力変化速

度を考慮する、それから起動時間を考慮するというのは、従来、昔の各電力会社のユニッ

トコミットメントは当然考慮されていたことだったというふうに思います。多分、今回、

この需要の価格弾力性とかを考えて、日本全体の最適化をやるという意味で、今回、どこ
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までこれらが考慮されてシミュレーションされたのかというこの辺の制約条件については

よく理解していないんですけども、恐らくこれらの運用制約はＳＣＵＣ・ＳＣＥＤのロジ

ックでうまく考慮されるはずだというふうに、またはされているんだろうというふうに思

いました。 

起動時間をどう扱うかというところの、18 スライドで、人員の配置を含めた話も出てま

いりました。先ほど五十川先生がおっしゃったこと、私もまさに考えていたんですけども、

後で出てきますが、３回ぐらい、例えば、同時市場の後３回ぐらいゲートクローズまでの

間に SUCUの時間前同時市場を行うとしたときに、その中で起動に人員が必要だということ

であれば、それは起動費用の中に含めて入札をしていただいて、高ければ落札をしないと

いうこと、時間前市場は同時市場からの多分、需要や再エネの変動分とか電源の故障とか、

そういうようなことが考慮された部分の変動分の話だというふうに思いますので、その辺

り、起動費の増加ということで対応はできるのではないかなというふうに思いました。こ

の辺りはしっかりと、その費用がどうなるかというのは監視をする必要があるのかなとは

思いました。 

それから、２点目は、スライド 22の時間前同時市場における決済対象の取引のところで

すが、まさにこれは事務局が書いておられるとおり、途中で何回も何回も決済をすると非

常に煩雑になるということで、時間前同時市場の③のゲートクローズの時点で、ここで決

済をするというのも一つの簡易方法かなと、これも確かに非常にいいアイデアだなという

ふうに理解をしました。 

それから最後は、大規模揚水と蓄電池の取扱いのところで、まさに先ほど新川事務局もお

っしゃいましたように、需給調整市場に、特に揚水が応札されていないということで、揚

水、それから将来の大型の蓄電池、系統用蓄電池というものは非常に重要な調整力の電源

でありますので、これは、運用するには火力とも一緒に運用しないと、つまり、揚水の原

資としての火力運用というのも非常に大事になりますので、その辺り、やはりこの同時市

場の中で最適化をして、有効に活用するというのが重要だろうというふうに思いまして、

事務局のこの案に、②を積極的に進めるということに賛成をいたします。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 次は小宮山委員、お願いいたします。 

○小宮山委員 

 どうも、小宮山でございます。ご説明ありがとうございました。資料に記載されている

方針に、基本的に賛同させていただきたいと思います。 

 私も、先ほどの新川事務局長、横山先生のお話で出てきました揚水の扱いに関しまして、

事務局の方針に賛同させていただきたいと思います。 

 特に調整力の確保で揚水、非常に役割が、特に日本の場合ですと大きい電源であるとい
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うふうに認識しておりますので、オプションとして同時市場に運用を任せるオプションを、

やはり設けるということは大切かと思います。 

 他方で、揚水も非常に多機能な電力貯蔵技術でございますので、そのほかにも恐らく、

ブラックスタート等でも貢献し得る、安定供給に貢献し得る電源でございますので、同時

市場に運用を任せることと同時に、任意に入札を行う、そうしたオプションを用意すると

いうことは、とてもよいアイデアではないかというふうに思った次第でございます。 

 こちらは、ＰＪＭでは既にロジックですね、オプティマイザーの利用をされているとい

うことで、日本でもロジック、ＰＪＭと同様に揚水を考慮に入れたＳＣＵＣ・ＳＣＥＤの、

やはりロジックを完成させて活用するということは大変大切なことだというふうに思って

おります。 

 また、再生可能エネルギーが大量に導入してまいりますと、揚水の運転が、恐らく大変

オペレーションが複雑化することも想定されておりますので、この同時市場で全体最適で、

恐らく低速機、それから可変速機を全体として最適化するというのは、大変意義が大きい

ところだというふうに認識してございます。 

 私からは以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は、松村委員、お願いいたします。 

○松村委員 

 松村です、聞こえますか。 

○金本座長 

 はい、聞こえています。 

○松村委員 

 発言します。まず、今も複数の方から発言があったスライド 53に関して、再度整理して

いただき、とても感謝します。 

 ここで正しく書いていただいたとおり、28 年度以降、この同時市場ができる前の段階か

ら、今足元でとても重要な問題になっている。こういう整理が今の議論にもとても役に立

つと思います。 

 基本的には、ある意味で選択可能とする形、発電事業者にとってもネットワーク部門に

とっても選択肢を増やすということ。それで、ある種の合理的な運用というのができるよ

うに、足元でも将来でもということを積極的に議論していくことはとても重要だと思いま

す。ほかのところでも、この議論が活用されることを期待しています。 

 さらに、今の制度設計の役に立つということに関して言うと、最終的に 28年度以降に同

時市場の形で巻き取れるようにというか、今議論されているものというのを軟着陸させら

れるように、つまり、今の議論では、一部の人はどういうわけか暫定的な措置だと認識し

ている人たちもいるみたいなんですが、これはある意味で 28年度以降も、同時市場開場以
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降もうまく巻き取れるようなものだと思っています。 

 そうすると、そのときに微修正で巻き取れるように、ある意味で 28年度以降にも合理的

に使える形で今の議論を考えてほしいというような面でも、とても重要だと思いますので、

そちらを設計するのに際して、この議論を十分頭に入れるべきかと思いました。 

 次に、他市場との関連というところで、容量市場のことについても取り上げていただき

ました。ありがとうございました。他市場収益については既に発言はしていますが、恐ら

くオブリゲーションというようなところでも、とても重要になってくると思います。 

 容量市場を介した義務づけというのが、唯一のやり方ではないとしても、一つの手段だ

というふうに思います。そのときに、これも、他市場収益も同じ構造なんですが、容量市

場では基本的に４年前に調達するという難しさというのがあります。そのときに、同時市

場というのを見据えてオブリゲーションの内容を書き換えるというようなことをしたとす

ると、それに関しては不利益変更だという格好で、今、足元でも発電事業者から、ほかの

文脈での改革でも反発とかというのが出てきています。 

 不利益変更ということに関して反発が出てくるというのは、それはもっともだとは思う

んですが、しかし、そこで合理的にオブリゲーションというのを考え直すということをす

るときに、今年度調達したとするならば、それのオブリゲーションは４年後以降だという

ことを言われると、もうこの同時市場の改革というのを見据えれば、４年も先行して設計

しなければいけない。そうすると、不利益変更だということを言われて、改革がとてもし

にくいということだとすると、４年前の段階で相当に厳しいオブリゲーションというのを

あらかじめ規定しておかないと、どんな状況になったとしても対応できるようなオブリゲ

ーションというのをあらかじめ書いておかないと、その後の手段というのを失うことにな

るかなということで、もう近々に、すごい厳しいオブリゲーションを課すというような議

論というのをせざるを得なくなります。それは、発電事業者にとっても調達側にとっても

とても不幸な事態だというふうに思いますので、不利益変更だ、けしからんというような

議論をするときには、十分今回の議論というのも踏まえて、そのようなことをすると自分

たちの不利益に最終的に跳ね返ってくるということを十分認識した上で、私たちも無体な

オブリゲーションにならないようにする。例えば時間前のところでは、オブリゲーション

の結果、膨大な追加コストがかかるような、そんな変な設計というのはもちろんしないと

いうことを前提として、一定の対応というのはあり得るということは、発電事業者の方に

もぜひぜひ考えていただきたい。 

 ほか、オブリゲーションについては、前のラウンドでも出てきましたが、今回の資料で

も相当にいろんなことを配慮して議論してくださっているというふうに理解しています。

Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで出してくれた人というのが著しく不利にならないようにというこ

とは十分考えて、一方で、そうでなくセルフスケジュールという格好で出したところにつ

いては、一定のオブリゲーションというのはきついハードルのように見えるかもしれない

のだけれど、それはある意味で、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔでちゃんと出してくれるというイ
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ンセンティブを与えるために意図的にしているのだということも、十分、今後伝えていか

なければいけないというふうに思いました。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は委員の方で、秋元委員、お願いいたします。 

○秋元委員 

 秋元です。ありがとうございます。 

 他制度・他市場への影響のところで、記載いただいていることはそのとおりで、ぜひ丁

寧に整理をしていっていただきたいというふうに思います。 

 その上でですけれども、ここで大分この同時市場の検討は煮詰まってきたというふうに

思いますが、そういう中であって、余計に、煮詰まってきたからこそ、同時市場の中で必

ずしも最適、完全な最適化を図らなくても、むしろ全体最適、ほかの市場等で役割を担う

ことによって、中長期の断面を含めて全体最適になるというところがあるかと思いますの

で、改めて、ほかの市場との関係性ということも含めて、丁寧に整理、検討を行っていた

だきたいというふうに思います。 

 あと、ＦＩＴとＦＩＰの話がございましたけれども、基本的な路線としてはＦＩＴから

ＦＩＰへの移行ということが大きな路線としてあると思いますので、そういう中で、そこ

も、ＦＩＰで担うべきところと、この同時市場との関係ということも踏まえて、こちらも

全体の最適につながるような大きな視点を持った検討がますますこれから必要になってく

るかなというふうに思います。 

 この同時市場の検討会だけで議論できることではないと思いますので、ほかも含めて、

恐らく政府のほうでの審議会を含めて、今後、全体最適という視点を忘れずに検討を深め

ていく必要があるかなというふうに思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 これで、委員の方はいかがですかね。 

 市村委員、お願いいたします。 

○市村（拓）委員 

 ありがとうございます。私からは３点ほどコメントさせていただければと思います。 

 まず、先ほどコメントしたところと関連してくるところでありますが、16 スライド目の

ところで、時間前市場、同時市場における入札義務というところについて、これは今後、

より具体的に整理していくという話かとは思っておりますが、これのところを、やはりも

う少し整理していくというところが必要かなというふうには思っています。 

 具体的には、どこまで入札義務という意味合いということなんですが、例えばこの３ポ
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ツ目の②とか③というふうに書いてあるような場合、ここについては、まだ出力の余力が

あるので、そこについては引き続き入札をしてくださいということは、これは非常に今ま

での考え方と同じようなところで、応札義務というところを図るというところは分かりや

すいかなと思うんですけども、一方で、約定した電源について、下げ調整が可能な場合、

つまり、それは結局、そこの際に、一旦、前日で出力が全部確定しましたと、同時市場で

入れてといったときに、それは、下げるということは、権利義務的に申し上げると、買い

入札というか、出力を下げさせるということは、一旦売りで売っていって、さらに買い戻

しているみたいな形で、買い義務みたいな形がかかっているような関係になるのかなとい

うふうに思います。 

 ここら辺の関係性、この同時市場の中で、どういう形での、それは、今申し上げたのは

権利義務の関係ですし、入札義務といったときに、売り入札の義務なのか、ある意味、一

定の買い入札的な義務までかかってくるのかというところですね。ここら辺のところは、

少し、この同時市場の設計に照らして、どこまで、この入札義務といったときにかけるの

か、どういう意味合いなのかというところは、今後整理していく必要があるかなというふ

うに思っているところでございます。 

 続いて２点目ですが、これはＦＩＴ、ＦＩＰの整理で 33スライド目ですが、ここもＦＩ

Ｔ特例①という過渡的な対応ということになろうかとは思いますが、一定の、この前提で

というか、ＦＩＴ特例①を前提として考えていくと、なかなかその運用と計画、ここら辺

は分けて考えざるを得ないのかなという気もしております。 

 ここら辺は、今後の議論ということかと思いますが、ＦＩＴ特例①を前提に考えざるを

得ないのだとすると、やはり、そこら辺の約定と需給運用を終始回していくところといっ

たところは、ここは少し分かれてくるというところにはなってくるのかなというふうには

思っているところでございます。 

 最後ですけれども、大規模揚水・蓄電池の取扱い、53 スライド目で、これはほかの委員

の方々もおっしゃっているとおり、私も基本的には、積極的に同時市場、オプティマイザ

ーみたいな形、同時市場で運用していくということ、これを追求していくということに対

しては賛成するところでございます。 

 ただ、一方で少し悩ましいのは、蓄電池の取扱いですね。特に、大規模というふうにこ

れは書かれているので、準ずるようなということであると思いますが、長期オークション

でも蓄電池が相当数、入札もして落札もされているという状況もございます。 

 こういった中で、この蓄電池、こういった同時市場において、むしろ運用者に任せる電

源の範囲というところは、揚水に加えてどこまで求めていくのかというところは、実態を

踏まえて少し検討していく必要はあるかなというふうには思った次第です。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 
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 それでは、あとはオブザーバーの方にお願いいたします。 

 まず、西浦オブザーバー、お願いします。 

○西浦オブザーバー 

 ありがとうございます。資料のご説明、ありがとうございました。 

 私からコメントさせていただきます。全体的には違和感ございませんけれども、変動性

再エネの事業者として、個別に３点ほどコメントさせていただければと思っております。 

 まず 10ページ、時間前市場の設計に関する基本方針というところですが、方針に関して

特段大きな違和感はございません。やはり、実効的な頻度で、この時間前市場を開催でき

るということが重要だと考えておりますので、ここのところは引き続きの検討、シミュレ

ーションを実施いただければと思っております。 

 16 ページ以降のところ、時間前市場における入札義務のところですが、こちらは、変動

性再エネの出力変化にも考慮いただいているのは、このような議論、論点を挙げていただ

いていることに、まず感謝申し上げます。ぜひ実効的な仕組みとなるように、今後ヒアリ

ングや議論を進めていただければと考えております。 

 38 ページです。ＦＩＰ電源等というところになりますけれども、変動性再エネの入札方

法の選択肢として、今回、選択肢①と③を併記して記載いただいております。この整理自

体は、42 ページにも示されている自己計画電源の整理等に沿って整理いただいたというこ

とで、ここの整理自体には特段違和感ないんですけれども、こうやって並べますと、改め

て、この 38ページの冒頭にも記載されているコーポレートＰＰＡ等、新たな再エネ調達手

段にちゃんと対応できるのかというところが気になりました。 

 世界的には、再エネ調達はトゥエンティフォー・セブン、あるいはアワリーマッチング

のような話、方向に向かっており、加えて、日本の非化石証書制度は、トラッキングを付

しても電気の価値の由来はうたえないという、制度設計思想上に基づく課題もあります。

そういう意味では、やはり電気の価値を明示的に相対取引できるフィジカルＰＰＡが、今

後、より重要になってくると見込んでおります。 

 また、地産地消をうたうような再エネ電源利用というのも増えてきているという現状が

ございます。 

 例えば、この選択肢①であれば、相対契約がある場合の電気の販売と調達のひもづけ、

あるいはその会計上の扱いといったところの課題というのはまだ、対応策がいまだ明確に

なっていないというふうに理解をしております。 

 今後、この辺りの対応策の議論、確認議論をしっかり行った上で、選択肢の選択の議論

に進めればと思っております。 

 私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 あとは、ちょっと順番が前後するかもしれませんが、関西電力、齊藤オブザーバー、お
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願いいたします。 

○齊藤オブザーバー 

 ありがとうございます。関西電力の齊藤でございます。私からは、ＢＧの立場から２点、

発言させていただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、24 スライドのほうです。時間前市場における決済対象の取引につい

てでございますけれども、まず発電事業の予見性の確保の観点から、前日市場の約定結果

につきましては尊重されるものというふうに理解しております。 

 そのような観点から、ΔｋＷの決済につきましても、前日段階で必要なΔｋＷ、これを

市場から調達したという結果を踏まえますと、前日市場は決済対象となるものというふう

に考えられると思っております。 

 また、様々なタイミングで発生し得る逸失利益であったり機会費用、これらにつきまし

ては、時間前取引の都度決済することで、作業は煩雑になることは理解いたしますけれど

も、確実に手当されるように検討を深めていただきたいというふうに考えてございます。 

 次、２点目でございます。53 スライドになります。ここでは大規模揚水、それから蓄電

池の取扱いについてコメントさせていただきたいと思います。 

 まず、今後の再エネ大量導入に当たりまして、柔軟にこういった起動停止ができる揚水、

これを調整力として活用していくことについては、ＢＧといたしましては、こういった調

整力を活用していくとともに、ＢＧとしても自社の供給力として活用していくことの両立

を図っていくことが必要だというふうに考えております。 

 特に、揚水の扱いについては慎重にご検討いただければというふうに考えてございます。 

 また、この取扱いを検討するに当たりましては、揚水の持つ価値というのをしっかりと

評価していただきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 次は、東京ガスの石坂オブザーバー、お願いいたします。 

○石坂オブザーバー 

 東京ガス、石坂でございます。どうもご説明ありがとうございます。 

 この資料につきまして、時間前資料の詳細論点、発電事業者とか小売事業者のニーズを

踏まえて網羅的に整理いただいたこと、非常に感謝申し上げます。その中で、２点ほどコ

メントさせていただきます。 

 まず、スライドの５ページ、６ページの、小売の売りとか発電の買いのニーズについて

なんですけれども、これ、的確に整理いただいてありがとうございます。６スライド目の

最後に書かれていますけれども、電源を市場内でＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで経済差替えする

ようなケースにおいて、以前からも課題になっていますけれども、電源について相対契約

を行っている場合があるので、ここをＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで差し替えた場合も、会計処
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理上、現物として成立するような整理をお願いしたいと思っております。それが１点です。 

 ２点目、供出義務に関しまして、先ほどからいろんな方がご意見を出されているところ

でございますけれども、18 スライド目の２ポツ目から４ポツ目に書かれているとおり、実

需給直前で起動停止が出力変更というのは、小さい事業者にとってはそれなりにハードル

があるんですけれども、ここでいう実需給直前での起動停止や出力変更ということについ

ては、発電所のオペレーターだけの話ではないということを申し上げておきたいと思いま

して、発電所のオペレーターは 24時間いて、事前にスケジュールさえされていれば、24時

間いつでも対応できるようになっていたとしても、市場そのものが 24時間となると、入札

行為を行ったりとか、約定結果を受けて計画の変更業務を行って発電所に指示を出すとい

うような、スタッフ業務が裏にあったりとかします。 

 そういうスタッフ業務を含めて 24時間対応するというのは、なかなか難しいという事業

者もいるので、そういう実態も踏まえて整理をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 次は、ＪＥＲＡの東谷オブザーバー、お願いいたします。 

○東谷オブザーバー 

 ＪＥＲＡの東谷です。私のほうからは３点コメントさせていただきます。 

 １点目は、６ページの４ポツ目に記載されている発電事業者による電源差替えについて

です。「Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ Ｏｆｆｅｒ（売り入札）を行う形で電源差替えを行うこ

とが経済合理的となるように、更に検討を深めることが重要」という記載がありますけれ

ども、先ほど石坂オブザーバーからもお話がありましたとおり、仮に相対契約とひもづく

電源を売り入札する場合には、差金決済みたいなものを導入する必要があって、これには

会計上の扱いというところにも留意する必要があります。 

 現状の買い入札を行う形での電源差替えも経済合理性を追求した行動の一つであると認

識しておりますので、こういった会計上の懸念や手続の煩雑化を踏まえてもなお、こうい

った売り入札を行う形のほうが合理的なのか、慎重にご検討いただければと思います。 

 ２点目は、16 ページの時間前市場における入札義務についてです。「前日同時市場にお

ける約定電源・未約定電源についても、引き続き、時間前同時市場の断面において入札を

継続することを求める」という記載がありますけれども、記載されているとおり、特に③

の「前日同時市場で全く約定せず、停止状態の電源」については起動時間を考慮する必要

がありまして、18 ページの米印にも記載いただいているとおり、特に火力機の場合、停止

継続時間によって、起動に要する時間が変化するといったところに注意が必要となります。 

 これを約定ロジックに正確に反映できるのか、あるいは、できない場合、入札の都度、

その入札条件の確認、修正を行うことが実務的にワークするのかといった点について慎重

な検討が必要と考えますので、まずは事業者へのヒアリングを通じて実態をよく把握いた
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だければと思います。 

 最後、３点目は、24 ページの３ポツ目に記載されているΔｋＷの決済タイミングについ

てです。 

 時間前同時市場の基本的な考え方として、25 ページに記載のとおり、あくまで前日同時

市場の約定結果を前提として、その時点の過不足分を調整し、前日同時市場からの差分を

追加的に約定させることが望ましいというふうに考えております。 

 したがいまして、先ほど齊藤オブザーバーのコメントと同じなんですけれども、ΔｋＷ

約定分をｋＷｈ同様、前日同時市場約定のタイミングで一旦決済することを前提に、それ

以降発生し得るΔｋＷの逸失利益や機会費用の扱いについてご検討いただければと思いま

す。 

 以上になります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 次は、送配電網協議会の山本オブザーバー、お願いいたします。 

○山本オブザーバー 

 ありがとうございます。送配電網協議会の山本でございます。 

 22 ページから 24 ページにあります時間前同時市場における決済対象の取引について、

先ほどの資料３にも関連するところですけれども、コメントさせていただきたいと思いま

す。 

 24 ページの３ポツ目に、ΔｋＷの決済タイミングをどう設定するかとありますけれども、

時間前同時市場では各市場のタイミングでユニット構成や需給バランスが変わり得るとい

うことになりますので、ΔｋＷの確保状況も、ゲートクローズに向けたそれぞれ各市場で

変わっていくものと考えます。 

 そのため、各市場の都度、ΔｋＷとｋＷｈの差替えが生じますけれども、同ページの下

部のイメージでは、時間前市場にてΔｋＷがｋＷｈに差し替わってリリースされたものに

ついて、払い戻し処理をされないで、ｋＷｈで使われていてΔｋＷとしての価値がないも

のに対しての支払いが生じるといった課題がございます。 

 また、ΔｋＷの差分決済をする場合においても、23 ページにありますように、ΔｋＷの

価格の構成要素である機会費用と逸失利益が頻繁に入れ替わるということもあり得ますの

で、その場合は決済処理がかなり複雑となって実現性に課題が生じるのではないかと考え

ております。 

 同時市場におきましては、前日や時間前の時点で必要な電源ラインナップが確保されて、

安価な電源を優先的にｋＷｈに割り当てた上で、ΔｋＷのための余力があるかないか、こ

れを確認しながら全体最適化されることになりますので、各市場での確保状況や構成要素

が変わり得るΔｋＷの清算については、最後の時間前市場を通じたゲートクローズ時点で

決済タイミングとする方法がよいのではないかと。これは先ほど横山先生からもありまし
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たけれども、そう思いますので、併せてご検討いただければと思います。 

 私からは以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 続いては、電中研の永田オブザーバー、お願いいたします。 

○永田オブザーバー 

 電中研、永田でございます。ありがとうございます。 

 18 ページ、時間前の入札義務の流れの中で、どの程度の柔軟性をもって運用されている

かの実態把握と、それに基づく整理というご提案をいただいて、これは非常に大事な話だ

なというふうに思ってございます。 

 柔軟性、ここでは時間前市場での話ということと理解しておりますけれども、柔軟性と

いう点では、こうした市場での話とは別建てで、容量市場電源の容量余力活用契約のよう

な形で、実運用の断面で必要に応じて柔軟性を確保して活用するという考え方もあり、そ

れも重要であるというふうに認識してございます。 

 そうした観点、とりわけ今後は柔軟性を最大限確保するというのは非常に重要な話にな

ると認識してございますので、全体として、この柔軟性をどう確保していくかと、活用し

ていくかというところを踏まえた中で、この時間前市場でどういう柔軟性で考えていくか

というところを整理していただくとよいかというふうに思いました。 

 以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は、ＪＰＥＡの増川オブザーバー、お願いいたします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。太陽光発電協会の増川でございます。私のほうからは３点コメ

ントがございます。 

 １点目は、まさにこのページで、先ほど電中研の永田オブザーバーが発言されたとおり

なんですけれども、今後、変動性再エネが大量に導入されるということになれば、火力等

も含めて電源の柔軟性というのが非常に重要になってくるかなと。前日市場の後の時間前

市場においても非常に柔軟に対応できる電源が数多くあるというのが、全体最適、それか

ら安定運用に大変重要だと思いますので、この中で、どうやってインセンティブを高めて、

その柔軟性を確保していくかというのが大変重要なポイントだということ、まさに、その

ように思います。 

 それから２点目が、変動性再エネにつきましても今回整理いただきましてありがとうご

ざいます。全体としては、特に違和感はございません。 

 １点、ここに記載してございますけれども、ＦＩＴ特例の①につきましては、いまだに

相当な量が残っていると私は認識しておりますけれども、これにつきましては、ここで議
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論する話ではないんですが、できるだけＦＩＴ特例③のほうに誘導するような形を取って、

できるだけ早くＦＩＴ特例①がなくなるようなことも重要になるかなと思いますので、ほ

かの委員会等での議論がなされることを希望いたします。 

 その先は、最終的には、フィードインプレミアムなり、ＦＩＴではない電源になってい

くという市場統合を進めるということになるかとは思いますけれども、今すぐできること

としては、ＦＩＴ特例①から③への移行を進めるということかと思います。 

 それから、３点目ですけれども、変動性再エネ、それからＤＥＲ、これは非常に関連性

が強いかなと思っております。その理由は、今、日本全国に導入されております 10ｋＷ以

上の太陽光発電設備、全部で 70万件近くございます。特に低圧はたくさんございまして、

それらをどういうふうに、うまくそれを活用して、この同時市場の中で使っていくかとい

うことも大きな課題だと思いますので、基本的にはアグリゲーターなりアグリゲーション

を行う、そういう小規模な電源というのは必要になってくると思っておりますので、この

ＤＥＲの中と共通の課題として検討いただければと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。 

 次は、ｅｎｅｃｈａｉｎの野澤オブザーバー、お願いいたします。 

○野澤オブザーバー 

 ありがとうございます。ｅｎｅｃｈａｉｎ、野澤です。 

 資料４、全般異存ないです。既に何名かコメントされている時間前の決済のところにつ

いて、コメントだけさせてください。 

 ＰＪＭの２セトルメントというのは非常に妥当性があるんじゃないかなというふうに感

じました。オペレーション上、前日の計画ってすごい重要だというふうに思っていて、前

日に入札をして、ｋＷｈとかΔｋＷ、その稼働が１回バシッと決まって、資料にも記載が

あったんですけれども、人繰りとかそういうのも決まっていくと。なので、前日の時点で

１回決済して、収益を含めて確定させるというところが、すごくまず重要なんじゃないか

なと感じました。その上で、当日に差替えがあれば、都度決済していくというのが合理的

なんじゃないかなというふうに感じています。 

 時間前のΔｋＷの、ｋＷｈもなのかもしれないんですけど、決済というのも、言って、

やはり都度決済していくというのが普通なんじゃないかなというふうには感じました。こ

れは、この市場だけじゃなくて、普通に相対とかでも、さすがに時間前でばんばんやるわ

けではないと思うんですけれども、差替えというのは、事業者からすると検討というのは

すると思うので、逆に決済していかないと分からないんじゃないかなというのも、ちょっ

と思ったところがあります。 

 なので、そこは発電、それから小売の事業者のニーズ次第で、どの頻度で決済するのか

というのは、今後議論していけばいいんじゃないかなとは思うんですけれども、煩雑にな
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るとはいえ、都度しっかり決済をするということが、まずは正面案なんじゃないかなとい

うふうには感じました。 

 他方で、出納というのは、これはさすがに、お金の入出金というのは、ある程度まとま

ったタイミングでﾈｯﾄして支払うというのが、これは普通なんじゃないかなというふうに

感じているところです。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。これで一通りですね。 

 それでは、事務局のほうから対応をお願いできればと思います。 

○長窪調整官 

 資源エネルギー庁、長窪でございます。 

 今回も極めて多岐にわたる重要なご意見を多数いただきまして、ありがとうございます。 

 重要なご意見が多かったと思いますので、事務局としても考え方を可能な限り申し上げ

ておきたいなと思っております。 

 まず、最初に、新川オブザーバーからご意見をいただいたとおりで、今の需給調整市場

等も踏まえると、約定処理を繰り返す形のほうがよろしいのではというのは、事務局とし

てもそうなのかなと思っていまして、これに加えて、ｋＷｈとΔｋＷの両方に入札をして

いただく形にするとか、そういったような、いろんな制度の検討というのも必要なのかな

と思っているところでございます。 

 また、その発電の運用ですね、時間前における入札義務に関連した発電所の運用とか、

あるいはその揚水発電の運用みたいなものについて、事業者の意見も聞きながら適切にと

いうのも、事務局としてもそう思っているところでございます。 

 また、同時市場の運営主体について、電気事業法の規律の下に運用されることが必要と

いうのは、これは今回資料に書いておりませんでしたが、これもご指摘のとおりかなと思

っているところでございます。 

 次に、市村オブザーバーからは、ゴールデンウイークに米国に行かれたということでご

ざいまして、現地の雰囲気がよく分かって大変ありがたいと思ったところでございます。 

 性善説で制度設計するには無理があるというようなことや、あるいは、日本では大目に

見る余裕はないのだというようなことをおっしゃっておられました。ＤＥＲについても規

律が必要というのは、これは、事務局としても同様の問題意識を持っておりまして、とい

うのは、最後に増川オブザーバーからもご意見をいただきましたが、例えば、太陽光が、

すごく細かいものもたくさん増えてきているということに配慮する必要があるということ

があり、ご指摘のとおりだと思っています。あと、蓄電池ですね。これから、さらにどん

どん蓄電池が増えてくるということになってきますと、安定供給の観点から、そういった

ものについての情報をどうやって集約するかとか、あるいはそこにどういう規律をかけて

いくかというのは、これは重要な論点だと思っていまして、そういう意味で、ＤＥＲにつ
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いて規律が必要というのはご指摘のとおりかと思いますので、今後検討していくことにな

るのかなと思っているところでございます。 

 五十川委員と横山委員からは、起動時間に関してご指摘をいただいたところでございま

して、起動費に含める形で、柔軟な対応についてのインセンティブを与えたり、あるいは

約定ロジックを実現したりするというようなことですとか、あるいは、起動費に起動スケ

ジュールも組み合わせて考慮することで取り扱っていく方法も合理的ではないかというよ

うなご意見をいただいたところと認識しております。 

 この点も、事務局としても同様かなと思っておりまして、ぴったり同じ考えというわけ

ではないですが、例えばＰＪＭでもファストスタート電源については、市場価格を考える

上で、起動費とか負荷コスト、ノーロードコストについても考慮して市場価格を決めると

いうことになっているようです。そういうことを考慮すると基本的には市場価格が上がる

わけで、普通は約定しないんですが、約定するような断面では市場価格が上がるので、そ

ういう意味ではそういうファストスタートができるような電源も、儲けることができると

いうことのようでございまして、そういった仕組みを検討していくというのも重要なのか

なというふうに思っております。 

 また、横山委員からもう一点、昔の電力のユニットコミットメントも、起動時間とか出

力変化速度みたいなものをちゃんと考慮していたはずだというご指摘をいただいており、

これもおっしゃるとおりと思っていて、ただ、昔の運用と違うのは、昔は、例えば一体会

社とかグループ会社の間で情報をうまくやりとりしながら運営をしてきたということに対

して、同時市場になると、市場の運営者は、事業者との関係で、基本的には入札とそれに

対する約定、ＳＣＵＣを使った約定という形でコントロールしていくということになって

くるので、そうすると、入札のときにどういう情報を入れていただくかというところまで

ルール化をしていく必要はあるのだろうと思っておりまして、そういう意味でも起動時間

の検討のようなことは必要なのかなと思っているところでございます。 

 小宮山委員から、特に、揚水のところについて、揚水というのは、多機能な電力貯蔵技

術なので、いろんな活用の仕方があり得るというご指摘をいただいており、これもおっし

ゃるとおりかなというふうに思っているところでございます。それも踏まえて、任意に入

札を行うオークションということですとか、全体最適を考えていくということが大事なの

かなと思っているところでございます。 

 同じように、松村委員からも揚水についてご意見をいただいたところでございまして、

特に重要と思っているのは、同時市場がこれから始まっていくとした場合に、そことの関

係です。28 年度以降に始まる同時市場にうまく接合できるように、今の制度を検討するこ

とも必要だというご意見をいただきましたが、一方で、同時市場の設計の側としても、今

の足元の状況を踏まえながら、それをうまく同時市場で対応できるような形の制度設計と

いうのが重要なのかなと思ったところでございます。 

 また、容量市場等に関するオブリゲーションの話もいただきましたが、事務局としては、
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最後のほうでおっしゃっていただいたとおり、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで出した人が不利に

ならないようにという制度設計、これは重要だというふうに思っていますので、Ｔｈｒｅ

ｅ－Ｐａｒｔでの入札が経済合理的になるような制度を目指していきたいと思っていると

ころでございます。 

 あと、全体最適ということについては、秋元委員からも重要だというご指摘をいただい

ていて、これは前回検討会の議論でも、インセンティブという言葉の使い方について、い

ろんな意味があり得るはずというご指摘をいただいたところでもあります。全体の中で、

同時市場においてどういう対応とかインセンティブが必要かという、そこはちゃんと念頭

に置きながら、全体の最適につながる視点が重要ということは、おっしゃるとおりだと思

いますので、検討していきたいと思っております。 

 また、市村委員からご指摘いただいた論点も非常に重要だと思っておりまして、特に、

時間前市場における電源の入札義務について、余力がある場合に、余力を入札するのは自

然だが、下げについてどこまで義務をかけるのかは検討を要するというご指摘をいただい

たと思っております。さらにその問題意識としては、発電事業者の観点からは、前日断面

で一旦約定したことについて、一定の尊重がされるべきだというような問題意識をお持ち

なのかと思っているところでございます。 

 ここは、齊藤オブザーバーですとか、あと東谷オブザーバーからも同様の問題意識をお

示しいただいたと思っているところでございます。 

 今回、事務局の資料で、時間前のところで約定量がころころ変わりますねと申し上げて

いるのは、これは、発電事業者の入札行動として、電源をディスパッチャブルで入れた場

合には、こうなるということでございます。当然、発電事業者からすれば、前日で約定し

たものを固定したいニーズというものもあるだろうというのは、我々としても理解をして

いるところでございまして、前日断面でセルフスケジュール入札が自由であるということ

ですとか、あるいはＰＪＭにおいても、セルフスケジュール入札を時間前にエコノミック

に変更することはできないということになっていますが、反対にセルフに変更することは

できますので、そういうことを考えると、前日の約定結果をセルフスケジュールにするこ

とで固定するといったこともできないわけではないというか、基本的には認められるのだ

ろうと、今のところ思っています。 

 他方で、時間前で、セルフで固定することについては、安定供給の観点からの検討も必

要だと思っていまして、前日断面のセルフの入札についても論点として取り上げさせてい

ただいたとおり、セルフといっても、需給バランスなど安定供給の観点から、一定の制約

には服すべきではないかという検討も必要だと思っておりますし、また、発電事業者にと

っても、需要が思ったより少なく市場価格が下がっているときに、あえて前日の出力容量

で固定するのはあまり合理的ではないという考え方もありうるとも思っております。やは

り、前日断面の入札義務のところと同じように、まずは、なるべくＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ

でたくさん出していただくというような制度設計を志向しながら、それでも安定供給上難
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しいという場合に備えて、制度設計を検討する必要があるのかなと思っているところでご

ざいます。 

 西浦オブザーバーからは、ＦＩＰ等の扱いについてご指摘をいただいたところで、特に

コーポレートＰＰＡ等の、フィジカルＰＰＡというのがこれから重要になってくるという

ご指摘をいただいて、それもおっしゃるとおりだと思っています。これまでもコーポレー

トＰＰＡについては少し取り上げておりますけれども、そういったものをどう扱っていく

かということについては検討が必要と思っているところでございます。 

 石坂オブザーバーからは、発電所の運用について、実需給直前に起動停止とか出力変更

とかがあるとすると、それはオペレーターだけじゃなくてスタッフ業務が裏にあるという

ことをご指摘いただき、なるほどと思いましたところでして、そういったようなことも踏

まえて、実務の運用というのをしっかり把握して検討していく必要があるのかなと思った

ところでございます。 

 東谷オブザーバーからは、差替えについて、買い入札を入れるだけの今の差替えという

のは経済合理的なものなので、会計処理みたいなことも踏まえて、それでも売り入札をＴ

ｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで１回することは合理的なのか慎重に検討せよというご意見をいただ

いたところですが、これはやはり、同時市場のメリットの一つが、系統混雑も考慮して１

回で、ＳＣＵＣを使ってラインナップが決まるということにあると思えば、そのためには

たくさんの電源が前日同時市場で出てくることが望ましいということは基本的な考え方だ

ろうと思っております。 

 また、一方で、会計処理について考慮が必要というのは、これは事務局としても重々承

知しているところでありまして、石坂オブザーバーからも、現物取引であるという前提が

崩れないような制度にしてくださいというご意見がありましたが、そこは、事務局として

も今考えているのは、一旦Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで出して、それが約定しなければ発電事

業者が市場から調達したことにするという制度ですから、そういう意味で、現物取引であ

るというような形にはできるような制度を今、検討しているというところでございます。 

 また、起動時間の登録について、東谷オブザーバーからは、入札、発電機によってもも

ちろん違うし、発電機の状態によっても起動時間というのは変わるので、それを入札の都

度、入札条件を確認、変更するのはワークするのかというようなご疑問をいただいている

ところですが、ここは、最初にＴｈｒｅｅ－Ｐａｒｔで入札するときに、運転パラメータ

ということで、例えば、ＰＪＭでも運転パラメータということで起動時間を登録してもら

っているようでありますが、起動時間については、いろんなパターンについて登録をあら

かじめしていただくということなんだろうと思っていまして、この発電機は、こういう状

態にあるときにはこのくらいの起動時間、というような形で、登録をあらかじめしておい

ていただければ、それを使った計算、約定処理というのはできるのではないかと、今のと

ころ思っています。 

 また、山本オブザーバーからは、ΔｋＷの決済タイミングについて、ΔｋＷの確保状況



39 

というのはゲートクローズに向けて都度変わっていくのであるから、後のほうで決済して

いくのも合理的ではないかというご意見をいただいていて、その点についても含めて検討

していく必要があるのかなと思っています。 

 また、野澤オブザーバーからは、同じく時間前同時市場の取引対象について、取引が煩

雑だというのは分かるけれども、普通に考えれば都度決済が普通なんじゃないのかと。発

電事業者が時間前で差替えを検討するのだとすると、逆に決済しないと分からないのでは

というご指摘をいただいていて、それも確かにそうだとは思っていまして、時間前で同時

市場をやるということは、同時最適ですから、ｋＷｈだけではなくてΔｋＷも決まってい

るはずではあります。そうだとすると、事業者からすると、それを踏まえて時間前で入札

行動を検討しなくてはいけないはずなので、少なくともその情報というのは事業者に来て

いないと困る。さらに、入札行動を経済的に判断するためには、都度決済をしてもらった

ほうがいいというのもそうなのかもしれませんので、ご指摘も踏まえて、より検討が必要

かなと思います。 

 ちょっと全てにお答えできたか分かりませんが、以上のようなところで考えております。

ありがとうございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。今のお答えについて、何かございますでしょうか。よ

ろしいですか。 

 私のほうからちょっとコメントで、一つは、前日市場後の上げ調整みたいなものをどう

するかみたいな話がありましたが、これ、ＰＪＭの検討を見た限り、ＰＪＭは前日市場の

後に、その結果を出して、その後、リアルタイム市場価格をつけるために入札を変更でき

るということになっています。 

 基本的にそこで、そのやりくりがつかなければ、これ以上出さないとか、そういったこ

ともできるはずではあります。 

 ただ、それが売惜しみの市場支配力行使になるかどうかというのは厳しいチェックがあ

るようでございまして、日本でも多分、新川オブザーバーのところがそういうことについ

て検討して、こういうケースは駄目よとかということは可能性としてはあるかなというふ

うに思います。 

 もう一つは、ＤＥＲについて、市村オブザーバーからＰＪＭの話がございましたけれど

も、この辺、アメリカ全土で同じというわけでもないようでありまして、カリフォルニア

とかテキサス辺りは全然様相が違うということのようでございます。 

 日本の場合は、結構、ＰＪＭよりはカリフォルニアに少し近いみたいな面もございます

ので、そのほかの地域の状況とか、検討の状況とかを調べる必要があるかなと思います。 

 最後に、運営主体ですが、ここでまとめられていることに全く同感ではございますが、

一つ情報として、こういう同時市場の運営のやり方というのが、混合整数計画のＭＩＰを

皆さん使うようになったので、アメリカではゲームチェンジをしている、ヨーロッパでも
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実は市場の約定システムが変わってゲームチェンジをしています。 

 それはどういうことかというと、それまではＴＳＯのような大きな会社が、大きな電気

関係の会社、あるいはＩＴ会社に契約を結んで、一つシステムをつくって、それを５年と

か 10年とか動かしていくという、そういう雰囲気だったんですが、ＭＩＰが導入をされる

と、これは非常に、それまでよりはうまくいく、効率的に約定処理ができるというわけで

すけれども、実は厄介なことに、いつもいつもできるわけではない。非常に時間がかかる

ケースがあったりとかということがあって、うまくいかせるためには、この約定計算をさ

せるモデリングに工夫が必要と。電力システムのいろんな特性をうまく入れて、モデリン

グしてやると早く解けるということがあって、それを毎年毎年一生懸命やって、改良して

いるようでございます。 

 その約定システムは、簡単にパッケージとして入れ替えることができるということが、

一番大きな進歩のようでございます。それをつかさどるには、電力システムのことを知っ

ている人、また、ＯＲ、数理最適化のことを知っている人、あと、市場ですから経済的な

ことを知っている人が必要です。そんなに何百人もというふうな組織ではなくて、そうい

うことができる優秀な人が何人かいて、外部の人たちとやり取りしながら改善をしていっ

ていると、そんな状況のようです。 

 したがいまして、日本でどういう組織形態を考えるかというときにも、そういう変化に

対応することを考える必要があるということを申し上げておきたいと思います。 

 ということで、以上でこのテーマは、ほかに何かなければ次に行きたいと思います。 

 

（３）同時市場における費用便益分析の結果について 

 

○金本座長 

 次の議題は、３番目の、同時市場における費用便益分析の結果についてでございます。 

 これは、広域機関のほうから、資料５に基づいてご説明をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

○下根マネージャー 

 広域機関事務局の下根でございます。そうしましたら、最後の議題でございます。同時

市場における費用便益分析の結果について、こちらについて、ご報告のほうをさせていた

だきます。 

 まず、本日の留意点というところでございますが、今回お示しいたします定量的な費用

便益分析の結果、いわゆるＢ／Ｃの数値評価というところに関しましては、一定の仮定を

元に試算するものであるというところでもございますので、今後の同時市場の設計の詳細

によってですとか、あるいは定性的な評価等々によっても、当然、費用・便益ともに変化

し得るというふうにも考えてございますので、そういった点、本試算結果というところが

絶対的な指標でないという点にはご留意いただければというふうに考えるところでござい
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ます。 

 そういったところを踏まえた上で、今回の検討の背景というところでございますが、

前々回、第７回の検討会におきまして、定量的に評価可能と考える項目に関しまして、ど

ういったシミュレーションの方法によって数値を出していったらよいのかというところの

方法をお示ししたというところでございます。 

 今回は、そういった方法に基づきまして、具体的なシミュレーションのほうを実施いた

しましたので、そこで得られた数値というところをお示しするというところでございます。 

 加えて、というところで、これまでにおきましても、定量的な評価のみならず、定性的

な評価が非常に重要であるというご示唆をいただいたということもございますので、改め

て、これまでいただいたようなご示唆というところを定性的な評価として補足させていた

だくとともに、そういった内容というところが、今回お示しする定量的な評価にプラス側

に働くのか、マイナス側に働くのか、そういったところも含めて評価のほうをさせていた

だいたというところでございます。 

 では、早速、定量的な結果からお示しというところでございまして、まず８ページ、一

つ目の便益でございますが、こちら、調整力コストの低減というところを便益としてはど

うかというふうにしておったところでございます。 

 具体的には、同時市場の導入に伴いまして、調整力の必要量自体が低減するということ

であれば、日本全体として非効率な単価の高い電源の稼働率が減るというところでもござ

いますので、そういったところで差分として便益が生まれるというところでございます。 

 そこで用いるパラメータといたしましては、前回ご報告させていただいたとおり、同時

市場なかりせばでは、調整力の必要量が 14.9％程度になるのではないかというところに対

しまして、同時市場の移行によって 9.0％になるという試算結果が得られておるというと

ころもございますので、今回こういった数値をパラメータとして入れた上で分析のほうを

進めたというところでございます。 

 結果というところが、10 ページだというところでもございまして、先ほどもお示しした

5.9％必要量が減るというところに関しまして、年間に置き換えますと、燃料費・ＣＯ２対

策コストとしては 600 億円以上の低減効果が見込めたと、そういった結果が得られたとい

うところでございます。 

 続きまして、二つ目の便益でございます。混雑処理費用の低減効果だというところでご

ざいまして、こちらは、混雑処理方法ということが、現行におきましてはエリア個別の再

給電方式であるというところが、同時市場になりますと広域単位の全体最適、いわゆるＳ

ＣＵＣロジックによって、より効率的な電源態勢の下、混雑処理ができるというふうに考

えてございまして、そういったところの効率化というところが、全体的な燃料費・ＣＯ２

対策コストの低減に表れるというふうに考えてございます。 

 シミュレーションの方法に関しましては、前回お示ししたとおり、再給電の模擬という

ところが少しステップを踏む必要があるというところではございますが、そういったとこ



42 

ろを一つ一つ模擬した上で、今回、数値のほうをお示しするというところでございます。 

 結果といたしまして、13 ページにもございますように、今回の混雑処理費用低減の便益

としては、年間を通じまして 900億円以上の便益が得られたというところでございます。 

 続きまして、定量的な費用の評価というところでございます。 

 こちらのほう、前々回におきまして、おおよそのイメージはお伝えしておったところで

ございまして、15 ページの下の図にもございますように、ひとまずは「海外事例を基にし

た推定」で進めるというところでもございまして、ここにおきましては、2022 年、英国の

Ｏｆｇｅｍの評価事例から引用しているというところでもございまして、この際、英国と

日本では系統規模が違うというところで、ニアリーイコール事業者の数も違うであろうと

いうところから、そういったところも補正するでございますとか、あるいは今後の物価上

昇等も織り込んだ上で、どういった費用の評価になるのかというふうなイメージをお示し

しておったところでございます。 

 今回、改めて物価上昇の織り込みというところを検討したところでございまして、物価

の指標といたしましては、国内の消費者物価指数の伸びというところを引用してきたとい

うところでございまして、こちら、下の図のところにトレンドのほうを掲載しているとこ

ろではございますが、ここも何年平均するかによっても上昇比率が変わり得るというとこ

ろでもございますので、ハイケース、ローケースという形で 20年平均、３年平均というと

ころで、1.05～1.18 倍、こういったところを変化ケースとして、物価上昇の織り込みに用

いたというところでございます。 

 こういったところの数値を用いまして、今回の評価に用いる数値といたしましては、17

ページにもございますように、1,600～1,800 億円というふうなオーダー感で評価したとい

うところでございます。 

 なお、というところで、右下にもございますように、前回ご議論させていただいたとお

り、次期中給システムのリプレース費用、そういったところの一部費用というところはサ

ンクコストになるであろうという概念的なところは整理したところではございますが、そ

れが具体的に何％該当するのかというところの精緻な切り分けは現時点ではちょっと難し

いというところもございますので、今回の費用便益分析では切り分けないこととしたとい

うところでございます。 

 こういったところは、Ｃを過大評価するという意味で、Ｂ／Ｃの結果としては過小評価、

要は安全寄りになるというふうに考えているところでございます。 

 そういったところで、ベネフィット、コスト、両方試算ができたというところでもござ

いますので、改めてＢ／Ｃというところを 10 年評価したところが 19 ページだというとこ

ろでございまして、2030年頃から 10年というところに換算いたしますと、費用便益分析、

Ｂ／Ｃの結果としては 6.4～9.2、そういった数値が得られたというところでございます。 

 続きまして、定性的な項目の整理というところでございまして、こちら、冒頭でも申し

ましたように、定量的なＢ／Ｃの数値に加えまして、定性的な項目についても整理が重要
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であるというところで、今回整理のほうをしたというところでございます。 

 まずは、定性的な便益の抽出・整理というところでございまして、これまで本検討会で

いただいたご意見でございますとか、前身の作業部会等々で整理した内容というところを

改めて整理をしたというところでございまして、少しランダムなところもございますが、

代表的な部分を述べさせていただきます。下の表にもございますように、卸電力市場等の

売り切れに伴うスパイク、価格高騰を改善するのではないかというところも考えられると

いうところでございまして、こういった過去発生した事例というところが、同時市場にお

きましては供給力と調整力を一体で取り扱うというところから、そういった事象の発生を

抑える効果があるというふうに期待しているところでございます。 

 また、先ほど来ご議論いただいていますように、足元の需給調整市場というところ、応

札不足が深刻であるというところではございますが、こういったところも、ｋＷｈ市場と

ΔｋＷの市場を同時に開催するというところでございますとか、あるいはその両方への入

札を効果的に課すというところによって、そういったところの改善も期待できるというと

ころでございます。 

 また、現行のスポット市場というところ、ブロック入札が存在しているというところで

もございまして、そういったブロック入札に関しましては、全てが受かるか全てが落ちる

かの二択であるというところでもございますので、こういったところが、同時市場におき

ましては、Ｔｈｒｅｅ－Ｐａｒｔ情報を基にＳＣＵＣを行いまして、最経済な電源稼働が

期待できるということで言いますと、そういったブロック入札の限界というところで、一

定程度非効率になっていた部分というところが改善されるというふうにも考えてございま

す。 

 定量評価的には、こういったブロック入札の改善というところが、なかなかシミュレー

ションの中に織り込まれていないというところでもございますので、そういった意味では、

隠れた便益があり得るという意味で安全側の評価になるというふうに思ってございます。 

 また、こういったブロック入札が改善されるということは、事業者目線に立ちましても、

本来的には、ブロック入札全てが不落になったケースにおきましても、一部時間帯におい

ては発電すべき電源があったのではないかということもあり得るというふうにも考えてご

ざいますので、そういったところ、ブロック入札を原因とする事業者側の逸失利益の改善

も期待できるかというふうに考えてございます。 

 また、先ほど、費用評価におきまして、今後の物価上昇を織り込んだというところでは

ございますが、物価上昇が影響するのは当然費用だけではなく、便益も影響を受けるとい

うところでございます。そういった意味では、定性的にはそのとおりではございますが、

今回便益として試算してございますのが、燃料費でございますとかＣＯ２対策コスト、そ

ういったものを扱っているというところで、こういったところの物価上昇の想定がなかな

か難しいというところもございましたので、今回織り込んでいないというところでござい

ます。 
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 そういった意味で、こちらも隠れた便益がまだあるという意味では、評価結果としては

安全側に働くというふうに考えているところでございます。 

 次のページに行かせていただきまして、週間断面での電源の確実な起動というところで

ございまして、こちら、同時市場というところが、前日の断面のみならず、週間から実需

給に至るまで一連のところを同時市場というふうに呼んでいるというところでもございま

して、こういった中で、週間断面での電源の起動・停止計画の策定から始めるというとこ

ろでございます。 

 こういったことによって、起動に時間のかかる電源の確実な起動でございますとか、先

ほど来ご議論いただいていますような揚水発電等の効率的な運用による経済性の追求が期

待できるというところでございます。 

 また、次のところも先ほど来ご議論いただいているところではございますが、今後の設

計次第というところではございますが、時間前同時市場、そういったところがうまくワー

クするのであれば、より一層、流動性が高まる取引が可能というふうにも考えてございま

すし、それに伴いまして、より一層の効率化、経済性の向上ということも期待できるとい

うところでございます。 

 次のところは、連系線利用枠の話だというところでございまして、現行の仕組みにおき

ましては取り扱う時間が違うというところもございますので、ｋＷｈの市場、ΔｋＷの市

場、それぞれにどういった割当てをするのかというところを事前に評価する必要があると

いうところではございますが、同時市場におきましては、前回お示しさせていただいたよ

うに、ΔｋＷの確保の考え方自体をゼロベースで見直すというふうなことを検討している

というところで、今後は新たな運用容量（管理）の考え方になるというところでもござい

ますので、こういった課題自体も解決の予定だというところでございます。 

 最後のところが、前身の作業部会で示した内容でもございますが、同時市場の約定結果

をＢＧ計画に簡易に引用できる仕組みを導入するなど、今後の詳細設計していく段階にお

きましても、事務手続フローの簡略化、そういったところを工夫していくことによって、

事業者サイドの手間の低減も期待できるかというふうに考えてございます。 

 こういったところが、定性的な便益として挙げられる内容かなというふうにも思ってご

ざいまして、リード文に戻っていただきますと、いずれの項目も、今回定量的に評価した

内容というところを安全側にする方向であるとか、あるいはというところで、市場参加者

のメリットにつながるものというふうに考えているというところでございます。 

 もう一点、定性的な費用の評価というところも 34ページのほうにお示ししているところ

でございまして、こちら、まずは費用というところで、先ほどお示しした 1,600～1,800億

円というところの評価に関しまして、３点ほど挙げてございます。 

 前々回もお示ししたところではございますが、今回引用した海外事例というところが、

同時最適のみの制度変更ではなく、いわゆるノーダル制の評価というところを引用してい

るというところでもございますので、ノーダル制、ノーダルプライシングの制度というと
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ころは、現行我々が議論してございますところよりも、より一層複雑かなというふうに考

えますと、本来的には、費用としては、より多く積まれているというふうに考えてござい

ますので、そういったところを引用している限りにおいての今回の評価に関しましては安

全サイドかというふうに考えているというところでございます。 

 ２点目は、先ほども申し上げたところと重複するところではございますが、次期中給の

リプレース費用の一部というところもサンクコストとして切り取るのが自然というところ

でございますが、今回それを定量評価上はしていないというところが、安全サイドの評価

だというところでございます。 

 また、というところで、同時市場なかりせばのシステム改修費用の削減というところで

もございまして、こちらは、仮に同時市場にならなかったとすると、そういったケースに

おきましても、当然、現行制度の下で既存のシステムを改修していく必要があるというと

ころではありますので、そういった既存システムの更新費用というところがなくなるとい

うことをマイナス側の費用とみなしているという、そういった海外事例もあり得るという

ところでもございまして、概念的には確かにそういうものはあり得るんだろうなというふ

うにも考えてございまして、そういったところを織り込んでいないというところが安全サ

イドの評価につながっているというふうに考えているところでございます。 

 最後は、留意点というところではございますが、これまでもご示唆いただいたとおり、

シミュレーションモデルの限界というところもあろうかというふうに考えてございまして、

今回、価格弾力性のないモデルで評価のほうを行っているというところでございます。 

 今回の便益に関しましては、需要が小さくなれば調整力必要量も小さくなるというとこ

ろで、相対的には削減効果も小さくなるというところ、価格弾力性を織り込んだ際には、

どちら側に振れることもあり得るのかなというのも考えてございますが、一方、価格弾力

性というところが、なかなか電力のモデルにおいてどういったものがあり得るのかという

ところも、具体化されていないというところに関しましては、評価は難しいかなというふ

うにも考えられるところでございます。 

 ２点目に関しましても、検証Ａ等々を通じまして今後の課題というふうには取り上げさ

せていただいているところではございますが、当然、最適化ロジックの精度というところ

の精度向上の取組は今後続いていくというところではございますが、こういったところに

誤差が残るというところが、便益が減少し得る要素にもつながるというところは留意点か

というふうに思ってございます。 

 ただ、先ほどもお示ししたように、６倍を超えるような便益というところを覆すような

レベルの話ではないのかなというふうにも考えてございますので、今回お示しする結果が

一定の方向性かというふうにも考えているところでございます。 

 まとめましたのが、最後 39ページだというところでございまして、今回、冒頭も申しま

したように、定量的な評価というところを一定の仮定の下でお示しさせていただくととも

に、定性的な評価とともにそういったところを取りまとめさせていただいたというところ
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でございます。 

 説明のほうは以上となります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 そのほか、じゃあ、小宮山委員、お願いします。 

○小宮山委員 

 どうもご説明ありがとうございました。大変丁寧に取りまとめていただきまして、私か

ら特に異論はございません。 

 それで、大変大事なところだと思うんですけれども、ロジックに、同時市場ロジック、

ＳＣＵＣ・ＳＣＥＤロジック、こちらをかなり依拠する部分が大きくなるということで、

大変経済合理的に全体最適ということで、様々な効用便益があり得るというふうに私も認

識しております。 

 大変大事な点は、先ほどの議論で金本先生からもご意見がございましたとおり、こうし

たモデルを使うということは、やはり常日頃から、どんどんやっぱり更新していくと。リ

バイスして性能をアップさせていくという視点が、日々、日頃の努力も一方で必要になり

ますので、これは怠ってはいけないということを、やはり念頭に置く必要が大変あるかな

というふうに思っております。 

 先ほどご説明にございました 25枚目のスライドで、やはりロジックを使いますと、週間

断面での電源の確実な起動等、大変合理的にできるということで、大変武器には、大きな

貢献が期待されるところではございますけれども、本日の前半でも起動時間がご議論にな

ったかと思いますけれども、もう既にご案内のとおり、起動時間も、ほかの委員の方から

もご指摘がございましたけれども、電源の状況によって起動時間も異なり得るということ

で、恐らくコールドスタートとかホットスタートとか、その停止した時間によって、起動

時間であったり起動費も異なってくる。その状態変化を、どういうふうに、モデル、ＳＣ

ＵＣ・ＳＣＥＤロジックに組み込んでいくかとか、そういう面も多分あろうかと思ってお

りますので、このモデルをどんどん性能をアップさせていく、そういう努力は怠ってはい

けないのではないかというふうに思っております。 

 私からは以上でございます。 

○金本座長 

 どうもありがとうございました。そのほかございますでしょうか。 

 じゃあ、市村委員、お願いします。 

○市村（拓）委員 

 丁寧にまとめていただきましてありがとうございました。 

 全体的に、定性的な部分、定量的な部分だけではなくて、定性的な部分も含めて、丁寧

に整理していただいたというふうに思っております。 

 こういった、もちろん数字が独り歩きしてはいけないということだとは思っております



47 

が、具体的に、定量的に評価して、さらに定性的な部分についても評価がされたというこ

とは意味があるところかというふうに思っています。 

 いずれにせよ、制度設計というところの中身が大事だと思いますので、こういったとこ

ろを一つ重要なところにしながら、きちんと進めていくということを、改めて重要だなと

いうふうに思った次第です。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。そのほかございますでしょうか。 

 じゃあ、松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 松村です、聞こえますか。 

○金本座長 

 はい、聞こえています。 

○松村委員 

 丁寧に分析していただきありがとうございました。 

 それで、今回の分析と関係ない非本質的なコメントで申し訳ないんですが、スライド 16、

消費者物価指数を考えながら、コストが上昇したとするとどうなるのかという、ある種の

ロバストネスチェックみたいなのをしてくださっているのはいいんですが、私、とても違

和感があるのは、どうして、消費者物価指数が上がると、コストは上がるんだけど、Ｂの

ほうは上がると考えないのかというのがとても不思議です。 

 出てくるものの性質によっては、Ｂの性質によってはインフレと関係ないということも

あり得ると思いますが、ここで出てきたかなりの部分というのは、インフレによって貨幣

価値が下がれば、その分だけ貨幣表示のＢは上がるというようなものばかりというか、そ

れが大半な気がします。 

 今回の場合には、仮にＣの部分が多少増加したとしてもＢ／Ｃは十分高いですというこ

とを示すということだから、実害はないのにこんなことを言うのはとても申し訳ないんで

すが、足元、別の費用便益分析で、どういうわけか、直近の円安だとか資材高騰というの

で、コストのほうだけは補正するけれどＢのほうは補正しないという珍妙なＢ／Ｃという

のが横行していて、今回の結果がそういう格好で引用されないかということがちょっとだ

け心配になったものですから、これは必ずしも当然のことをしているのではなく、何か不

思議なことをしているとも見えるということを、一応発言させていただきます。 

 ただ、それを考えても十分にＢ／Ｃは高いということなので、この文脈では全く問題は

ないと思います。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 
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 では、ｅｎｅｃｈａｉｎの野澤オブザーバー、お願いいたします。 

○野澤オブザーバー 

 すみません、ちょっとコメントするか悩んだんですけれど、冒頭のディスクレーマーに

ついて理解して、これが、数字が独り歩きしないようにというのは、本当にそのとおりだ

というふうに思っています。今後も、この数字がしっかりアップデートされていくという

ことが重要なのかなというふうに思っている中で、ちょっと端的に言うと、結構ダブルチ

ェックというのがすごい重要なんじゃないかなというふうに思っています。 

 リアルビジネスの世界で、このＢ／Ｃが何か６倍から９倍になることって、ちょっと自

分的には経験をしたことがないイメージ感で、これは多分、ＩＲＲとかで見ると３桁を越

えますとかという話になると思っていて、普通、ハードル・レートって５％とか 10％とか

と考えるので、何か、投資案件だとすると、誰でも投資したいというふうに思うような感

覚があって、ちょっと若干の違和感を感じるところは正直ありました。 

 もちろん、既にダブルチェックというのはすごくされていると思うので、何かクリティ

カルにベネフィットとコストがＡｐｐｌｅ ｔｏ Ａｐｐｌｅになっていない箇所がない

かであったりとか、同時市場と関係ないベネフィットが入っていないかとか、そういうよ

うなところというのは継続的にチェックをしていく必要というのはあるのかなというふう

に感じました。 

 これは以前の審議会でも申し上げたんですけど、アメリカの場合、ゾーナルからノーダ

ルに移行して、ノーダルによる混雑処理のベネフィットとかがあったりするので、そうい

うところがないかとかというのは、これはそういうことではないということは、理解はし

ているんですけれども、ほかにもチェックポイントというのはあると思うので、継続的に

これをしっかり見ていく必要があるのかなというふうには感じました。 

 以上です。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 そのほかございますでしょうか。よろしいですか。大丈夫ですかね。 

 じゃあ、事務局のほうからお願いいたします。 

○下根マネージャー 

 事務局の下根でございます。委員の皆様方、オブザーバーの皆様方、大変有益なご示唆

をいただきましてありがとうございます。 

 五十川委員に冒頭いただきました内容、あるいは最後に野澤オブザーバーにいただきま

した内容に関しましては、ここでも書いてございますように、事務局としても重々留意し

ているという点でもございまして、冒頭申しましたように、今回の結果が独り歩きしない

というのは非常に大事な話だと思ってございまして、あくまでも一定の仮定を基にした試

算の結果である。そして、今後の同時市場の設計如何によっても当然変わり得るというと

ころは念頭に置いた上での数値だというところで、皆様方、ご認識いただいているのかな
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というふうに思ってございますので、改めて、そういったところの点は周知させていただ

ければというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、小宮山委員にいただきましたところは、全体最適の結果としては有益だと

いうところではございますが、だからこそというところで、先ほどの議論につながるとこ

ろでもございますが、ロジックを更新していくことの重要性というところが、より一層高

まっているというところでございます。 

 この点に関しましては、34 ページにも記載させていただいたように、足元の検証Ａにお

きましても、精度を上げるというところで、まだまだやるべきこともあるというふうに思

ってございますし、あとは先ほどの議題でもいただきましたように、起動時間、そういっ

たところの特性みたいなところも、どのように考慮していくのかというところも、今後の

検証Ａにおいてもしっかり取り組んでいきたいというふうにも思ってございます。 

 また、金本座長にもいただきましたように、出来上がった後においても、それが完全に

完成したという話ではなく、運開した後も都度アップデートしていく姿勢が大事というこ

とも、そのとおりだと思ってございますので、そういったところを一歩一歩やっていくこ

とが重要だというところは、ご示唆いただいたとおりなのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

 最後、松村委員にいただきましたところも、ごもっともだというふうに考えてございま

して、この点は、ちょっとページが離れており恐縮ではあるのですが、24 ページにしっか

り書かせていただいているというところでもございまして、今回、費用側で織り込んだ物

価上昇というところは、当然、本来的には便益側にも表れてくるべきものだというところ

は事務局としても認識の上で、今回においては、そちらのほうは定量評価することがちょ

っと難しかったというところから割愛しているというところでもございますので、ご指摘

いただいたように、費用側にだけこういったものを織り込むことが当たり前の話ではない

ということはご承知のとおりかというふうに考えているところではございます。 

 事務局からは以上となります。 

○金本座長 

 どうもありがとうございます。 

 野澤オブザーバーのほうから、６倍、８倍というのは大きいということがありましたけ

ど、実は、電力にかかわらず、ソフトウエア的な仕組みの変更というのは、100 倍とか

1,000 倍とかというＢ／Ｃになることが多いということは結構アメリカでも言われていま

す。 

 したがいまして、アメリカの FERCは、ソフトウエアの改善のためにいろんなことをやっ

ていて、たとえば、毎年毎年コンファレンスをやって、どういう改良があったかというの

を情報共有していると、そんなことであります。 

 ただ、私はずっと実は費用便益分析の専門家とされていたので、通常の費用便益分析ス

タディから見ると、今回の費用便益スタディというのはかなり予備的というか、がっちり
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した費用便益というふうには言えない初期段階の分析といった感じだと思います。 

 基本的に、よくご覧になる費用便益分析は、政策案の詳細設計が固まった後に、ｗｉｔ

ｈとｗｉｔｈｏｕｔ、やるケースとやらないケースが何かを詳細にわたって厳密に定義し

て、それぞれのケースについて何が起きるかというのを予測して、それで便益と費用の計

算をします。その計算のプロセスでは様々な変数やパラメータについていろいろ予測する

んですが、それの信頼性、妥当性についても丹念にチェックをして数字を出していくと、

そんなものです。そういう類の政策決定の最終段階で行われる費用便益分析ではなく、詳

細設計が固まっていない初期的な段階での予備的な分析であるということを理解しておい

ていただきたい。 

 ただ、この導入がうまくいけば、そんなにコストはかからなくて、便益は莫大かもとい

うふうなことを示唆していることは確かということかと思います。 

 個人的に一番の懸念は、うまくシステムを組めなくて、システムトラブルで莫大な損害

を与えるという可能性がないわけではない。過去、カリフォルニアの大停電とか、あと、

ここで、費用のところで出てきたテキサスのＥＲＣＯＴとか、莫大なコスト増で大変にな

ったといったふうなこともございましたので、そういうことにならないように、皆さん、

頑張ってやりましょうといったところかなと思います。 

 ちょっと余計なことでしたけれども、以上でございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

３．閉会 

 

○金本座長 

 それでは、長時間にわたりまして、熱心なご議論ありがとうございました。 

 この検討会、まだこれからも議論を深めていく必要がございますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、これをもちまして、第９回同時市場の在り方等に関する検討会を閉会させて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 


